
豊川市教育振興
基　本　計　画

第２期

ともに学び　生きる力を育み
未来を拓く豊川の人づくり

（平成 29年度～平成 33年度）

豊川市教育委員会
平成29年３月





はじめに

　近年、社会の成熟化に伴い、人々の価値観やライフスタイルが多様化するとともに、
少子高齢化と人口減少が進行しています。こうした状況の中、教育の分野においては、
多様なニーズを踏まえた教育機会の充実に加え、地域社会の持続的な発展を支えてい
く人材の健全な育成が一層重要となっています。
　本市においては、平成24年３月に初めて策定した「豊川市教育振興基本計画」に
基づき、「ともに学び 生きる力を育み 未来を拓く豊川の人づくり」を基本理念とす
る教育施策を進めてきました。特に、「家庭・地域・学校・行政の基本的役割」を強
く意識し、それぞれの連携を重視しながら、地域社会の幅広い教育機能の活性化に取
り組んできました。
　今回策定した「第２期豊川市教育振興基本計画」でも、これまでの基本理念を継承
しています。また、本市の教育行政の方向性をより明確にするため、「自分と他者を
大切にする人」、「粘り強く挑戦する人」、「生涯にわたって学び続ける人」といっ
た人間像の実現を目指すとともに、四つの基本目標と28の施策を体系的に位置づけ
ています。
　未来を考える上で、教育が担う人づくりは、社会がどのように変化しようともかけ
がえのない大切なものと考えています。この計画に基づき、平成29年度から５年間
と、その先を見据えた「未来を拓く豊川の人づくり」を実現するため、これまでと同
様に、家庭や地域、学校、行政の連携を大切にしながら、様々な教育施策を効果的に
展開してまいります。
　終わりに、この計画の策定について審議いただいた教育振興基本計画策定委員会の
委員の皆様を始め、ご意見をお寄せいただいた皆様に心より感謝申し上げますととも
に、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

　平成29年３月
豊川市教育委員会　教育長　髙　本　訓　久

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

資
料
編

1



第１章　計画の策定にあたって
１　計画策定の趣旨 …………………………………………………………… ４
２　計画の位置づけ …………………………………………………………… ５
３　計画の期間 ………………………………………………………………… ５
４　法制度等の状況 …………………………………………………………… ６
５　アンケート結果から見る現状 …………………………………………… ８

第２章　豊川市が目指す教育
１　基本理念 …………………………………………………………………… 14
２　基本理念を実現するための基本目標 …………………………………… 16
３　施策の展開にあたっての視点 …………………………………………… 17

第３章　施策の展開
１　施策の体系 ………………………………………………………………… 20
２　施策別の取組 ……………………………………………………………… 21

基本目標１　豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します
①　家庭教育・子育ての支援 ……………………………………… 21
②　道徳教育の充実 ………………………………………………… 23
③　人権教育の推進 ………………………………………………… 24
④　いじめ・不登校などへの対応 ………………………………… 25
⑤　学校における体験活動の充実 ………………………………… 26
⑥　読書活動の推進 ………………………………………………… 27
⑦　子どもの体づくりの推進 ……………………………………… 28
⑧　文化遺産の継承と新たな文化の創造 ………………………… 29

基本目標２　社会の変化に応える確かな学力を育成します
①　楽しくわかる授業の実践 ……………………………………… 30
②　英語教育の推進 ………………………………………………… 31
③　理数教育の推進 ………………………………………………… 32
④　情報教育の充実 ………………………………………………… 33
⑤　環境教育・ＥＳＤの推進 ……………………………………… 34
⑥　日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実 ……………… 35
⑦　配慮が必要な児童生徒への対応の充実 ……………………… 36
⑧　進路指導の充実 ………………………………………………… 37
⑨　教職員のさらなる資質の向上 ………………………………… 38

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

資
料
編

2

目　次



基本目標３　豊かな人生を自らが築く生涯学習社会を確立します
①　生涯学習の振興 ………………………………………………… 39
②　生涯の健康を支える力の育成 ………………………………… 40
③　生涯スポーツの振興 …………………………………………… 41
④　図書館サービスの充実 ………………………………………… 42

基本目標４　魅力ある教育環境づくりを進めます
①　児童生徒の安全・安心の確保 ………………………………… 43
②　開かれた学校づくりを目指す教育活動 ……………………… 45
③　学校教育環境の整備 …………………………………………… 46
④　地域教育力の向上支援 ………………………………………… 47
⑤　スポーツ環境の整備 …………………………………………… 48
⑥　生涯学習環境の整備 …………………………………………… 49
⑦　読書環境の充実 ………………………………………………… 50

第４章　計画推進のために
１　計画の進行管理 …………………………………………………………… 51
２　情報の発信と収集 ………………………………………………………… 51

資料編
１　豊川市教育振興基本計画策定委員会 …………………………………… 58
２　計画の策定経過 …………………………………………………………… 60
３　用語解説 …………………………………………………………………… 61
４　計画の全体像 ……………………………………………………………… 68

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

資
料
編

3



１　計画策定の趣旨

　本市では、平成24年３月に初めて教育振興基本計画を策定し、平成24年度から平
成28年度までを計画期間とし、様々な教育の施策を展開してきました。
　この間、日本の社会情勢は、少子高齢化の進行や人口減少、高度情報化や社会経済
のグローバル化の進展などを受け、大きく変動を続けています。教育を取り巻く環境
においては、子どもの体力づくりやいじめ・不登校の問題など、従前からの課題に加
え、スマートフォン＊の急速な普及に対応するための情報モラル教育、経済的な困難
を抱える家庭の子どもへの対応など、新たな課題を踏まえた取組が求められています。
　今後も社会の動きは常に変化することが想定される中、教育分野の課題やニーズに
対応していくため、総合的な施策の展開が一層重要となっています。
　そこで、今後の教育行政の方向性を家庭や地域、学校、行政が共有し、一体となっ
て豊川の人づくりを推進していくための新たな指針として、「第２期豊川市教育振興
基本計画」を策定します。

※本計画書の中で、「＊」の印がある言葉については、資料編の「３　用語解説」（P61～P67）で意味を説明しています。
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２　計画の位置づけ

　この計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づく本市の教育振興のための施
策に関する基本的な計画であり、第６次豊川市総合計画を上位計画とし、各種計画と
連携する教育分野の総合的な計画です。

第６次豊川市総合計画

その他の計画

〈包括的な計画〉
豊川市人口ビジョン
豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略
豊川市シティセールス戦略プラン
とよかわ市民協働基本方針
豊川市行政経営改革プラン

〈分野別の計画〉
とよかわ文化芸術創造プラン
豊川市子ども・子育て支援事業計画
豊川市障害者福祉計画
豊川市多文化共生推進プラン   など

教育委員会の計画

第２期
豊川市教育振興基本計画
（教育基本法第１７条第２項の規定に基づく計画）

豊川市生涯学習推進計画
豊川市スポーツ振興計画
豊川市図書館基本計画
豊川市子ども読書活動推進計画

　　　など

連携

整合

３　計画の期間

　この計画の期間は、平成29年度から平成33年度までの５か年とし、未来を見据え
た人づくりを進めていきます。

平　成
29年度

平　成
30年度

平　成
31年度

平　成
32年度

平　成
33年度

計画期間（５か年）

未来を見据えた人づくり
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４　法制度等の状況

（１）新たな地方教育行政制度の開始
　平成27年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法
律」が施行され、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構
築、首長との連携の強化など、教育委員会制度の改革が行われるとともに、教育、学
術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることが規定されました。
　本市においては、平成27年６月の豊川市総合教育会議における協議を経て、豊川
市教育振興基本計画の骨格部分である基本理念と基本目標を豊川市教育大綱として定
めました。引き続き、教育委員会と他の部局の取組を連携させながら、教育施策の実
効性を高めていく必要があります。

（２）いじめ防止対策推進法の施行
　平成25年６月にいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に進めるため
「いじめ防止対策推進法」が制定され、国や地方公共団体、学校の責務や基本方針の
策定、組織の設置等について規定されました。
　本市においては、同法の施行を受け、平成25年度に全ての小中学校で「学校いじ
め防止基本方針」を策定し、平成29年３月には市としての「豊川市いじめ防止基本
方針」を策定しました。引き続き、早期発見と早期対応に取り組み、全市的な対策の
強化をさらに進めていく必要があります。

（３）特別支援教育に関係する法の制定
　平成23年８月に「障害者基本法」が改正され、障害者の権利に関する条約の規定
の趣旨を取り込む形で差別の禁止が規定されたのを受け、平成25年６月に「障害を
理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年４月に施行され
ました。
　本市においては、こうした動向を踏まえた特別支援教育の充実に取り組んでいます
が、個別の教育的ニーズに応じて一貫した支援を行う体制づくりを進めていくととも
に、子どもたちや保護者の障害に対する理解をさらに深めていくことが求められてい
ます。

（４）次期学習指導要領の改訂
　平成27年３月の学校教育法施行規則の改正により、教育課程における「道徳」は
「特別の教科である道徳」として位置づけられ、平成30年度に小学校で、平成31年
度に中学校で教科化されます。学習指導要領の次期改訂においては、「何を知ってい
るか、何ができるか」「知っていること・できることをどう使うか」「どのように社
会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という新しい時代に必要と捉える三つの
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資質・能力の育成が重要視されています。
　また、平成32年度から、小学校３、４年生から英語活動を行うことや小学校５、
６年生で英語を教科化すること、中学校において授業を英語で行うことを基本とする
ことが大きな柱となっています。
　本市においては、道徳の公開授業や学校行事などを通して思いやりの心を育む教育
に取り組んでいます。また、小学校における総合的な学習の時間等を活用した英語活
動や小中学生を対象としたイングリッシュ・デイキャンプ＊などの取組も進めていま
す。引き続き、新しい時代を生き抜くための資質や能力の育成に取り組んでいくとと
もに、道徳や英語の教科化などを見据え、教職員の研修を含めた取組を充実させてい
くことが求められています。

（５）子ども・子育て支援新制度の開始
　平成27年４月に「子ども・子育て関連３法＊」に基づく「子ども・子育て支援新制
度」が施行され、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的
拡大・確保、教育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」を目指し、
社会全体で子ども・子育て家庭を支援するという方向性が示されました。
　本市においては、平成27年３月に子ども・子育て支援事業計画を策定し、子ども
たちが健やかに育ち、社会の一員として成長することができる環境の整備を進めてい
ます。引き続き、子どもの健全育成を支える教育施策と子育て支援施策を連携させな
がら、子ども・子育て支援社会を構築していくことが求められています。

（６）国、県の動向
　国は、平成25年６月に第２期教育振興基本計画を策定し、四つの基本的方向性と
して、「社会を生き抜く力の養成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学びの
セーフティネットの構築」「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」を掲げていま
す。
　愛知県は、平成28年２月にあいちの教育ビジョン２０２０（第三次愛知県教育
振興基本計画）を策定し、「基本理念」で目指す五つの「あいちの人間像」として、
「自他の命を大切にし、多様な人々の存在を尊重して生きることのできる人間」「互
いに切磋琢磨し、自らの力を社会に生かすことのできる人間」「生涯にわたって健や
かな体と心をつちかい、学び続けることのできる人間」「あいちの伝統と文化、『も
のづくりの精神』を継承し、新たな価値を生み出すことのできる人間」「次代を展望
し、世界に視野を広げ活動することのできる人間」を掲げています。
　本市の計画においても、国、県が示す教育の方向性と整合させるとともに、グロー
バル化や技術革新の急速な進展を伴う社会経済状況の変化と地域の実情を踏まえ、教
育分野の新たな課題に対応した教育施策を展開していく必要があります。

第
１
章

第１章　計画の策定にあたって

7



５　アンケート結果から見る現状

　教育分野の各施策を効果的に進めていくためには、市民の意識を捉えていくことが
重要です。
　本計画の策定にあたっては、近年の市民意識調査や各教育分野のアンケートの結果
を捉えるのみならず、学校教育や教育行政全般に関する市民の意識を把握するため、
「豊川市教育振興に関するアンケート調査」を実施しました。
　その結果から、一般市民や児童生徒の教育に関する意識や実態の一端が明らかにな
りました。

〈アンケート調査の概要〉
　調査対象 ・一般市民　市内在住の18歳以上から無作為抽出

・児童生徒　市立小中学校に通う小学校６年生の児童と中学校２
年生の生徒から抽出

　調査期間 平成27年12月14日から平成27年12月28日まで
　回答状況 配布数 有効回答数 有効回答率

一般市民 2,000通 771通 38.6％
児童生徒 1,165通 1,132通 97.2％
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（１）一般市民向けアンケートの主な結果

①学校教育における取組について
　豊川市の学校教育における様々な取組について、できていると思うかを問う質問
に対して、「できている」「だいたいできている」と答えた率については、「学校
給食を活用した食育を推進している」が65.5％で最も高く、続いて「学校の教育
活動や取組内容を保護者や地域に発信している」が62.7％、「わかりやすい授業
を行っている」が58.8％となっています。
　一方、「できていない」「あまりできていない」と答えた率については、「コン
ピュータや電子黒板などのＩＣＴ＊機器を活用している」が39.5％で最も高く、次
いで「少人数指導、習熟度別指導など、多様な形態での学習を工夫している」が
36.5％、「『いじめ』『暴力行為』をなくす取組を行っている」が30.5％となっ
ています。

学校教育における取組 できている等 できていない等
1 生活習慣の基礎や規範意識が芽生えるような教育を行っている 54.0% 21.3%
2 わかりやすい授業を行っている 58.8% 16.1%
3 少人数指導、習熟度別指導など、多様な形態での学習を工夫している 31.0% 36.5%
4 コンピュータや電子黒板などのＩＣＴ機器を活用している 19.8% 39.5%
5 規範意識や道徳性を育む教育を行っている 47.1% 23.4%
6 命と人権を大切にする教育を行っている 50.7% 21.2%
7 「いじめ」「暴力行為」をなくす取組を行っている 36.0% 30.5%
8 不登校児童生徒へのケアや支援を行っている 24.6% 23.6%
9 体力向上を目指した取組を行っている 54.2% 24.4%
10 学校給食を活用した食育を推進している 65.5% 13.1%
11 子どもの障害の状態や教育的ニーズに応じた指導を行っている 38.4% 19.9%
12 学校の教育活動や取組内容を保護者や地域に発信している 62.7% 17.6%
13 学校図書館を活用した教育活動を行っている 42.2% 24.8%
14 地域の指導者等（地域人材）を活用した授業を行っている 48.0% 22.0%
15 地域の豊富な学習資源（自然、文化財、芸術文化など）を活用している 51.5% 20.3%

②学校教育に望むこと
　小中学校に対して望むことについて、三つまで選択する問いに対する回答率につ
いて、九つの項目のうち選択された率が最も高かったのは、「教育に対する責任感
や子どもに対する愛情を持って接すること」が56.9％で、次いで「子どもに公平
に接すること」が39.6％、「子どもに将来の夢や目標を持たせ、その実現を支援
すること」が39.0％となっています。

選択肢 回答率
1 教育に対する責任感や子どもに対する愛情を持って接すること 56.9%
2 教職員がわかりやすい授業を工夫すること 31.6%
3 生活習慣や社会規範の手本となり、指導すること 27.8%
4 子どもに将来の夢や目標を持たせ、その実現を支援すること 39.0%
5 子どもや保護者の相談に快く応じてくれること 20.0%
6 担当教科に関して専門的な知識を持っていること 5.6%
7 子どもに公平に接すること 39.6%
8 社会の要請や時代の変化に柔軟に対応する力を持っていること 27.4%
9 部活動や体育等の基礎的な体づくりを熱心に指導すること 13.9%
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③教育施策や教育事業に関する満足度と必要度
　豊川市における教育施策や教育事業の満足度を問う質問に対して、「満足して
いる」「どちらかといえば満足している」と回答した人の率について、全22の施
策や事業のうち最も高かったのは、「児童生徒の安全・安心の確保」の47.0％で
す。次いで、「読書活動の推進」が46.9％、「開かれた学校づくりを目指す教育
活動」が42.4％、「図書館機能・サービスの充実」が41.7％となっています。
　一方、「必要度」を問う質問に対して、「特に充実をしていくべき」「充実して
いく方がよい」と回答した率について、最も高かったのは、「いじめ・不登校など
への対応」の79.3％です。次いで、「楽しくわかる授業の実践」と「教職員の資
質向上」がともに74.1％、「児童生徒の安全・安心の確保」が71.0％となってい
ます。

教育施策や教育事業 満足度 必要度
1 道徳教育の充実 24.4% 69.1%
2 人権教育の推進 21.8% 66.1%
3 いじめ・不登校などへの対応 15.9% 79.3%
4 読書活動の推進 46.9% 55.6%
5 子育て・家庭教育の向上支援（子育てに関する相談など） 29.4% 63.2%
6 文化財保護の推進（地域の伝統継承事業の支援など） 32.5% 40.5%
7 楽しくわかる授業の実践（英語教育の充実など） 29.5% 74.1%
8 外国人の児童生徒への教育の充実 19.7% 56.1%
9 進路指導の充実 18.5% 63.1%
10 特別支援教育の充実 18.9% 58.7%
11 教職員の資質向上 18.0% 74.1%
12 学習支援員の配置 17.8% 57.9%
13 児童生徒の安全・安心の確保 47.0% 71.0%
14 開かれた学校づくりを目指す教育活動 42.4% 49.7%
15 家庭・地域教育の連携 30.0% 54.8%
16 学校教育環境などの整備・充実（小中学校の普通教室への空調設備の導入など） 28.5% 62.0%
17 スポーツ環境・施設の整備と活用 27.2% 55.1%
18 生涯学習環境の整備 23.9% 44.6%
19 図書館機能・サービスの充実 41.7% 48.1%
20 生涯学習の振興と充実 23.1% 41.0%
21 生涯の健康を支える力の育成 21.3% 46.4%
22 生涯スポーツ社会の実現（参加者数、観客数の多いスポーツイベントの開催支援など） 20.5% 40.6%
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（２）児童生徒向けアンケートの主な結果
　児童生徒向けのアンケート結果については、主な質問と「自分のことを好きです
か」の問いに対する回答状況に着目し、データを重ね合わせて集計しました。これに
より、自分のことを肯定的に捉えている児童生徒は、多くの質問でより積極性が高い
回答をする傾向がありました。

①自己肯定感
　「自分のことを好きですか」という問いに対して、「自分のことが好き」と答え
た率は小学生の方が高く、「自分のことが好きではない」と答えた率は中学生の方
が高いという状況でした。
　また、「わからない」と答えた児童生徒も２割ほどいました。

はい（自分のことが好き）

はい（自分のことがまあ好き）

いいえ（自分のことがあまり好きではない）

いいえ（自分のことが好きではない）

わからない

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35
（％）

■小学校６年生
■中学校２年生

16.9

33.1
31.3

15.4
22.0

11.6
13.7

22.7
23.6

0.3
0.3

9.1

②学校生活
　「学校生活が楽しく、充実していますか」という質問に対して、「自分のことが
好き」「自分のことがまあ好き」と答えた児童生徒が、学校生活を「楽しく、充実
している」と多く答える傾向がありました。
　一方、「楽しくなく、充実していない」と答えた児童生徒については、「自分の
ことが好きではない」と答えた率が2.9％で、「自分のことが好き」と答えた児童
生徒の率より高くなっています。

　　　　　　　学校生活

自己肯定感

質問：学校生活が楽しく、充実していますか

楽しく、充
実している

ど ちらか と
いえば 楽し
く、充実して
いる

あ まり 楽 し
くなく、充実
していない

楽しくなく、
充 実して い
ない

無回答

自分のことが好き 80.4％ 14.1％ 3.7％ 1.2％ 0.6％ 
自分のことがまあ好き 53.4％ 42.0％ 4.1％ 0.3％ 0.3％ 
自分のことがあまり好きではない 34.8％ 54.0％ 10.1％ 1.0％ －
自分のことが好きではない 31.7％ 49.6％ 15.8％ 2.9％ －
わからない 48.5％ 43.1％ 6.5％ 1.9％ －
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③勉強
　「勉強をすることが好きですか」という質問に対して、「自分のことが好き」
「自分のことがまあ好き」と答えた児童生徒については、勉強が「好き」「どちら
かといえば好き」と答えた率が比較的高くなっています。
　一方、「自分のことが好きではない」と答えた児童生徒については、勉強が「き
らい」と答えた率が最も高くなっています。

　　　　　　勉強

自己肯定感

質問：勉強をすることが好きですか

好き どちらかとい
えば好き

どちらかとい
えばきらい きらい 無回答

自分のことが好き 25.2％ 45.4％ 18.4％ 11.0％ －
自分のことがまあ好き 14.9％ 49.3％ 27.1％ 8.4％ 0.3％ 
自分のことがあまり好きではない 6.6％ 39.4％ 39.4％ 14.6％ －
自分のことが好きではない 6.5％ 30.2％ 28.8％ 34.5％ －
わからない 7.7％ 36.2％ 35.4％ 20.8％ －

④運動
　「運動をすることが好きですか」という質問に対して、「自分のことが好き」
「自分のことがまあ好き」と答えた児童生徒については、運動が「好き」「どちら
かといえば好き」と答えた率が比較的高くなっています。
　一方、「自分のことが好きではない」と答えた児童生徒については、運動が「き
らい」と答えた率が比較的高くなっています。

　　　　　　運動

自己肯定感

質問：運動をすることが好きですか

好き
どちらか
といえば
好き

好きでも
きらいで
もない

どちらか
というと
きらい

きらい 無回答

自分のことが好き 62.6％ 13.5％ 10.4％ 7.4％ 4.3％ 1.8％ 
自分のことがまあ好き 49.6％ 21.7％ 19.5％ 4.6％ 3.5％ 1.1％ 
自分のことがあまり好きではない 36.9％ 26.8％ 19.2％ 7.6％ 7.1％ 2.5％ 
自分のことが好きではない 36.0％ 20.9％ 20.1％ 7.2％ 14.4％ 1.4％ 
わからない 46.5％ 16.2％ 21.5％ 7.3％ 6.5％ 1.9％ 
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⑤家族との会話
　「学校であった出来事を家の人と話をしますか」という質問に対して、「自分の
ことが好き」「自分のことがまあ好き」と答えた児童生徒については、家の人と話
を「よくする」「ときどきする」と答えた率が比較的高くなっています。
　一方、「自分のことが好きではない」と答えた児童生徒については、「しない」
と答えた率が12.9％で、「自分のことが好き」と答えた児童生徒の率より高く
なっています。

　　　　　　　　家族との会話

自己肯定感

質問：学校であった出来事を家の人と話をしますか

よくする ときどきする することもあ
る しない 無回答

自分のことが好き 57.1％ 28.8％ 9.8％ 3.7％ 0.6％ 
自分のことがまあ好き 40.1％ 37.9％ 16.8％ 5.1％ －
自分のことがあまり好きではない 27.8％ 37.4％ 26.3％ 8.6％ －
自分のことが好きではない 23.0％ 24.5％ 38.8％ 12.9％ 0.7％ 
わからない 31.2％ 29.2％ 29.6％ 9.2％ 0.8％ 
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１　基本理念

　本市は、平成24年３月に策定した豊川市教育振興基本計画に基づき、「ともに学
び　生きる力を育み　未来を拓く豊川の人づくり」を基本理念とし、教育分野の様々
な施策や取組を展開してきました。
　この基本理念は、今後における社会環境の変化へ対応できる人づくりにおいても必
要な教育の方向性を示しています。
　また、第６次豊川市総合計画で定めるまちの未来像「光・緑・人　輝くとよかわ」
と、同計画の政策分野「教育・文化」におけるまちづくりの目標「あらゆる世代の人
が豊かな心を育んでいるまち」の実現に寄与するものです。
　従って、本計画でも、これまでの基本理念を継承します。

基本理念

ともに学び　生きる力を育み　未来を拓く豊川の人づくり

　「ともに学び」は、人々が生涯にわたり、家庭や地域、学校といったそれぞれの場
で関わり合い、互いの人格を尊重しながら幅広い知識や考え方を学び合う主体的な活
動と、それを支える教育のあり方を示しています。
　「生きる力を育み」は、人々が社会の変化に対応しながらたくましく生きていくた
めの豊かな人間性、社会性を育む主体的な活動と、それを支える教育のあり方を示し
ています。
　そして、「未来を拓く豊川の人づくり」は、人々がともに学び、生きる力を育む中
で、生きる喜びを感じながら支え合って生きていく明るい「未来（社会）を（切り）
拓く人」を育成するという、豊川市の教育が目指す方向性を示しています。
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基本理念で目指す人間像
　国や県の教育振興基本計画の方向性と、本市として捉えるべき社会情勢などを踏ま
え、基本理念における「未来を拓く豊川の人」が示す人間像を、次のとおり明確にし
ます。

　○ 自分と他者を大切にする人
　人々が社会の中でたくましく、共存しながら心豊かに暮らしていくためには、自
分の命はもちろんのこと、自分以外の人の命を大切にすることが重要です。また、
人にはそれぞれの個性があり、一人一人が自分の持ち味を生かしながら、互いの存
在を尊重する人間性を育むことが一層求められています。
　命をしっかりと支える心と体をつちかい、未来に向かう自分の人生を大切にする
人、また、共生社会の一員として他者の存在や個性を大切にするやさしさに満ちた
人の育成を目指します。

　○ 粘り強く挑戦する人
　グローバル化が進み、変動を続ける社会の中で、人々の豊かな暮らしを支えてい
くためには、多様な考え方や確かな学力＊を身につけた人材を育成することが重要
です。また、豊かな未来を拓いていくためには、一人一人が新たなことや困難なこ
とに立ち向かうチャレンジ精神を育むことが望まれます。
　社会の発展を支えてきた先人の努力や精神を受け継ぎながら、自ら進んで、様々
なことに粘り強く挑戦する人の育成を目指します。

　○ 生涯にわたって学び続ける人
　生きがいのある充実感に満ちた暮らしを送ることは全ての人の願いです。その実
現のためには、人々が新しい知識や技能を学びながら、いつまでも健やかに自分ら
しさを発揮していくことが望まれます。
　豊かな自然に囲まれ、歴史と文化が息づく豊川市の恵まれた環境の中で、生涯に
わたって健康づくりに励みながら、自分の成長を信じて学び続ける人の育成を目指
します。
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２　基本理念を実現するための基本目標

　基本理念と目指す人間像の実現のため、本市における教育の方向性を示す四つの基
本目標を定めます。

基本目標１　豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します
　自分と他者を大切にする豊かな人間性を備え、やさしさに満ちた人を育成するた
めには、家庭や地域、学校、行政が一体となって、子どもたちの豊かな心と健やか
な体を育む教育が必要です。
○ 地域との連携による家庭教育や子育てを支援します。
○ 社会のルールを守り、互いを尊重し合う道徳心や人権意識を育みます。
○ 様々な価値観や知識を学ぶ体験活動や読書活動を推進します。
○ 命を支える子どもの体づくりを推進します。
○ 先人の心を受け継ぐ歴史・文化の伝承と新たな文化の創造に取り組みます。

基本目標２　社会の変化に応える確かな学力を育成します
　新たなことや困難なことに粘り強く挑戦する人を育成するためには、子どもたち
が社会の変化に対応しながら、自分の成長を支えていけるような確かな学力＊を育
成する教育が重要です。
○ 児童生徒が楽しくわかる授業を実践します。
○ 社会のニーズに対応した学習活動を推進します。
○ 日本語指導が必要な児童生徒や配慮が必要な児童生徒への教育を充実します。
○ 児童生徒の進路に関する指導を充実します。
○ 教職員のさらなる資質の向上に取り組みます。

基本目標３　豊かな人生を自らが築く生涯学習社会を確立します
　生涯にわたって学び続ける人を育成するためには、人々が豊かな人生を自ら築こ
うとする生涯学習社会を確立していくことが重要です。
○ 市民の主体的な生涯学習活動を支援します。
○ 生涯の健康を支える力の育成に取り組みます。
○ 多くの人がスポーツを楽しめる機会を充実します。
○ 人々の読書活動を支える図書館サービスを充実します。

基本目標４　魅力ある教育環境づくりを進めます
　本市が目指す人づくりを実現していくためには、人々の学びの場である家庭や地
域、学校などの教育環境が、魅力ある最良の状態にあることが望まれます。
○ 学校教育における安全・安心の確保に取り組みます。
○ 地域に開かれた学校づくりや学校教育環境の充実に取り組みます。
○ 子どもや若者を育む地域の教育力の向上支援に取り組みます。
○ スポーツや生涯学習、読書に親しめる環境の整備、充実に取り組みます。
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３　施策の展開にあたっての視点

　基本目標に基づく施策を効果的に展開していくにあたり、必要と捉える視点を示し
ます。

（１）家庭、地域、学校、行政の役割と連携
（２）各行政機関の連携
（３）質の高い教育の実現に向けた人材・財源の効果的な投入
（４）教育施設の適正な管理

（１）家庭、地域、学校、行政の役割と連携
　家庭、地域、学校、行政は、それぞれに果たすべき教育的な役割があります。
　市全体の教育機能を幅広く発揮していくため、様々な主体が自らの役割を自覚し、
互いに連携しながら豊川の人づくりを進めていきます。

①家庭の役割
　家庭は、子どもが社会で生きぬく生活力を身につける教育の基本となる場である
ことから、教育の第一義的な責任を有する保護者は、子どもたちを温かな心でやさ
しく包みながら、一般社会生活の基本を教える責務があります。

ア　子どもにとって愛情と信頼に満ちた温かな家庭を目指しましょう。
イ　子どもが社会規律や他者への思いやり、公正な判断、倫理観などを身につけ

られるような家庭教育に努めましょう。
ウ　子どもの心身の成長にとって望ましい生活習慣づくりに努めましょう。
エ　子どもが社会の動きに関心を持ち、環境の変化や流れを読み取る力を養える

ような機会を大切にしましょう。
オ 地域の人々とふれあえる地域活動やボランティア活動などへ、子どもたちと

一緒に参加しましょう。
カ　学校の活動に関心を持ち、各種行事に参加しましょう。

②地域の役割
　地域は、子どもたちが社会の一員としての自覚を育む場であることから、地域ぐ
るみで子どもたちの健全な育成を支える立場により、家庭教育や学校教育を支援し
ていくことが望まれます。
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　また、人々の生涯にわたる学びの実践の場は地域にも数多くあり、個人の学習成
果が地域における市民活動として還元されるような仕組みづくりが望まれます。

ア　地域の自然や伝統文化に触れながら、多種多様な体験ができる機会をつくり
ましょう。

イ　社会で様々な役割や経験を持つ人々と交流できる機会を設けましょう。
ウ　ボランティア活動などを通して個性を発揮することができる機会をつくりま

しょう。
エ　学校の様々な教育活動への参画や学校を支援する活動を通して、学校との連

携や地域の一体感を強めましょう。

③学校の役割
　学校は、全ての子どもたちが社会で生きていく上で必要な「知・徳・体」を育む
場であり、発達段階に応じた教育をバランスよく実践し、健やかな心身の育成を図
る役割を担っています。

ア　楽しくわかる授業の実践に努めるなど、教職員の指導力や資質のさらなる向
上を図り、子どもたちの確かな学力＊と健やかな体を育成します。

イ　いじめ・不登校などの予防や早期発見、早期対応に取り組みます。
ウ　配慮を必要とする児童生徒への支援や教育環境の整備に取り組みます。
エ　学校内外の体験活動を通した心の育成を重視し、善悪の判断力や望ましい社

会性を育む教育を進めます。
オ　家庭や地域と連携する開かれた学校を目指し、地域や各校の実情を踏まえた

特色ある学校づくりを進めます。

④行政の役割
　行政は、家庭や地域、学校がそれぞれの教育機能を十分に発揮できるよう、様々
な支援を計画的に進めていく責務があります。

ア　家庭に対しては、家庭教育の重要性に対する意識啓発を行うとともに、家庭
と地域、学校が協働して子どもたちを育てていくための支援を行います。

イ　地域に対しては、学校との連携を引き続き働きかけていくとともに、地域に
おける教育力のさらなる向上を支える取組を進めます。

ウ　学校に対しては、教職員の指導力や資質のさらなる向上を支援するとともに、
施設整備などによる教育環境の充実を進めます。

（２）各行政機関の連携
　変化を続ける社会の中で、多岐にわたる問題に対応しながら、子どもたちを安全な
環境で健やかに育成していくためには、教育行政を担う教育委員会のみならず、子
育て支援や保健、福祉、交通安全、防犯、防災などを担う各行政機関が互いに連携し、
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活動していくことが重要です。
　教育的な問題を様々に抱え、的確な対応が求められている家庭や地域、学校の取組
を支えていくため、各行政機関が連携を強化し、様々な主体が協力して問題解決に取
り組む豊川の人づくりを進めていきます。

（３）質の高い教育の実現に向けた人材・財源の効果的な投入
　教育は、個人の社会参加の基礎を育むのと同時に、その成果が社会全体に還元され、
社会の活力増進の原動力となります。年齢や性別、障害の有無などによらず、全ての
人々が自らの能力を高め、発揮できる教育の推進とそのための環境づくりが重要です。
　教育を未来への投資と捉え、人材や財源を重要度に応じて効果的に投入しながら、
全ての市民の学習機会や個人の発達段階への配慮を大切にした質の高い教育の実現を
目指していきます。

（４）教育施設の適正な管理
　学校施設は、児童生徒の学習と生活の場であることから、安心して勉学に集中でき、
充実した学校生活が送れるような環境を整える必要があります。安全・安心を重視し
た学校施設の改修や環境改善に重点的に取り組んでいきます。
　また、高度経済成長時代に整備が進んだ数多くの教育施設は、著しく老朽化が進ん
でおり、その対策が急務となっています。限られた行政資源を最大限に活用し、質の
高い行政サービスを提供していく行政経営改革の視点に立ち、施設総量の適正化＊と
長寿命化＊に取り組んでいきます。特に、施設総量の適正化にあたっては、施設機能
の転用や複合化などを進めていきます。

第
２
章

19

第２章　豊川市が目指す教育



１　施策の体系

　基本理念を実現するための四つの基本目標を達成するため、各教育分野の諸施策を
体系的、総合的に推進します。

豊かな心と健やかな体
を育む教育を実現しま
す

① 家庭教育・子育ての支援 （P21）
② 道徳教育の充実 （P23）
③ 人権教育の推進 （P24）
④ いじめ・不登校などへの対応 （P25）
⑤ 学校における体験活動の充実 （P26）
⑥ 読書活動の推進 （P27）
⑦ 子どもの体づくりの推進 （P28）
⑧ 文化遺産の継承と新たな文化の創造 （P29）
① 楽しくわかる授業の実践 （P30）
② 英語教育の推進 （P31）
③ 理数教育の推進 （P32）
④ 情報教育の充実 （P33）
⑤ 環境教育・ＥＳＤの推進 （P34）
⑥ 日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実 （P35）
⑦ 配慮が必要な児童生徒への対応の充実 （P36）
⑧ 進路指導の充実 （P37）
⑨ 教職員のさらなる資質の向上 （P38）
① 生涯学習の振興 （P39）
② 生涯の健康を支える力の育成 （P40）
③ 生涯スポーツの振興 （P41）
④ 図書館サービスの充実 （P42）
① 児童生徒の安全・安心の確保 （P43）
② 開かれた学校づくりを目指す教育活動 （P45）
③ 学校教育環境の整備 （P46）
④ 地域教育力の向上支援 （P47）
⑤ スポーツ環境の整備 （P48）
⑥ 生涯学習環境の整備 （P49）
⑦ 読書環境の充実 （P50）

社会の変化に応える確
かな学力を育成します

豊かな人生を自らが築
く生涯学習社会を確立
します

魅力ある教育環境づく
りを進めます

ともに学び  生きる力を育み  未来を拓く豊川の人づくり［ 基 本 理 念 ］

○ 自分と他者を大切にする人
○ 粘り強く挑戦する人
○ 生涯にわたって学び続ける人

［目指す人間像］

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４
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２　施策別の取組

　各施策の実現を図るため、教育委員会が実施する具体的な取組を施策別に明確にし
ます。
　また、施策によっては、教育委員会以外の部局が実施する取組が関係し、施策の効
果を高めるものがあります。これらは、教育委員会と他の部局が連携する取組として
位置づけます。（以下の表においては、No.欄に「連携」と表記します。）

基本目標１　　豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します

施策①  家庭教育・子育ての支援
　少子化が進行する一方で、核家族化や共働き家庭の増加、就業形態の多様化な
どにより、家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。
　家庭は、子どもが基本的な生活習慣を身につけ、人間性をつちかい、心身とも
に健やかに成長するための大切な場です。この教育の原点ともいうべき家庭にお
ける教育や子育てを、様々な主体が支援していくことが求められています。
　家庭教育や子育てに関する情報提供や支援を行い、保護者と子どもが家族とし
てのつながりを強め、家庭の教育機能が高められるよう、地域との連携による支
援に取り組みます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 家庭教育活動の支援
〈生涯学習課、関係機関〉

親と子が絆を深め、安らぎを得られる家庭を築け
るよう、各小学校区青少年健全育成推進協議会＊

への助成などにより、家庭と地域、学校が連携し
た家庭教育に関する講演会や講座、三世代交流事
業などの実施を支援します。

２
親子参加の講座などの充実
〈生涯学習課、保健センター、関
係各課〉

家庭教育に関する意識啓発のため、地域生涯学習
講座やとよかわオープンカレッジ＊の親子向け講
座、子どもセンター事業＊の親子ふれあい工房、
保健センター主催の妊産婦教室や子育て教室など
を通じて、親子のふれあいや学びの機会を充実さ
せます。

３ 幼児教育研究会の開催
〈学校教育課、保育課〉

幼児期教育と小学校教育の円滑な接続を図るた
め、保護者や教職員、保育士が参加する幼児教育
研究会を開催し、授業や保育の公開、協議会や講
演会の実施、小学校教職員による幼稚園や保育園
への参観を通じた情報交換などを行います。

21

第
３
章

第３章　施策の展開

基
本
目
標
１　
施
策
①



No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

４
連携

妊娠期における妊婦など
への支援
〈保健センター〉

妊婦の精神面の安定を支えるため、母子健康手帳
の交付時に、保健師などが面接し、新しい命を迎
えるにあたっての相談を行います。また、妊婦や
その家族が、妊娠中の健康の保持・増進と赤ちゃ
んとの生活をイメージできるような妊産婦教室を
実施します。

５
連携

乳幼児期における母子へ
の支援
〈保健センター〉

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問す
る「こんにちは赤ちゃん事業」を実施するととも
に、子育て中の母親同士が交流でき、離乳食や歯
みがきなどに関して学べる子育て教室を実施しま
す。また、乳幼児健康診査や歯科健康診査の際
に、子どもの身体的・精神的な発育の状態を捉
え、育てにくさを感じる親に寄り添う継続的な支
援を行います。

６
連携

子育てに関する相談の実
施
〈保健センター、子育て支援課、
保育課〉

保健センターでは、母親が子どもの成長や発達を
確認でき、育児不安を解消できるよう、子どもの
健やかな育ちを支援する育児相談を実施します。
また、子育て支援センターや保育園などでは、安
定した親子関係や養育力の向上を支援する子育て
相談を行います。

７
連携

子育て支援活動の実施
〈子育て支援課〉

子育て支援センターでは、親子ふれあい遊びを通
して友達づくりと子育てに関する情報交換を促す
ブーフーウー教室＊や親子遊び教室などを行い、
児童館では、遊びを通した親と子の交流活動を行
います。また、子育て支援サービス等利用者を支
援するため、サービスに関する情報提供や個々の
ニーズに合わせた助言、関係機関との連絡調整な
どを行います。

８
連携

ファミリー・サポート・
センター事業の実施
〈子育て支援課〉

幼児・児童の一時的な預かりや送迎などの援助を
求める人と、それを援助することが可能な人が会
員登録し、ファミリー・サポート・センター＊が
双方を結びつける事業を実施することで、市民相
互の援助活動を支援します。

９
連携

放課後児童クラブの充実
〈子育て支援課〉

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童を
対象に、授業終了後における遊びや生活の場を確
保し、その健全な育成を支えるため、校舎や児童
館などを利用して実施する放課後児童クラブ＊を
充実します。

10
連携

私立幼稚園就園の奨励
〈保育課〉

私立幼稚園に通う幼児がいる世帯の負担軽減を図
るため、入園料や保育料を市民税課税状況に応じ
て減免する就園奨励費助成を実施し、幼児教育を
奨励します。
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施策②  道徳教育の充実
　社会における人々のモラル低下が指摘される中、子どもたちが他者への思いや
りや社会のルールを守る規範意識、道徳性を身につけることが一層重要となって
います。
　また、小中学校の教育課程における「道徳」は、平成30年度に小学校で、平
成31年度に中学校で教科化されます。
　児童生徒が社会生活に必要な常識やマナーを身につけ、豊かな心を育めるよう、
家庭や地域と連携し、道徳の教科化に対応しながら道徳教育を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 心の教育活動の推進
〈学校教育課〉

児童生徒の「思いやりの心」を育てるため、「学
校の日＊」における道徳の公開授業や地域、家庭と
協力した学校行事を行います。また、「道徳」の
教科化に向けた授業研究や学校教育全体を通した
道徳教育の充実に取り組みます。

２
体験活動を通した道徳性
の育成
〈学校教育課、各小中学校〉

児童生徒が様々な体験を通して公共心やモラル、マ
ナーを身につけられるよう、「地域清掃」による奉仕
活動や「きららの里野外活動」による自然体験活動な
どを実施します。また、児童生徒が思いやりと福祉の
心を育めるよう、「福祉実践教室」による福祉体験活
動などの充実に取り組みます。
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施策③  人権教育の推進
　近年、いじめや児童虐待といった子どもに関する人権問題に加え、インター
ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害、性的少数者＊や特定の民族の人々に対
する差別的言動などが社会問題となっています。
　人権を尊重し、一人一人を大切にする社会をつくっていくためには、多感な成
長期にある子どものうちから人権意識や実践力を養っていくのみならず、社会を
支える大人の人権意識を高めていくことが重要です。
　子どもから大人まで全ての市民が他者の個性や考え方を尊重し、差別や偏見に
立ち向かう力や意識を高められるよう、人権教育を推進していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
豊川市小中学校人権教育
研究会の充実
〈学校教育課〉

人権教育の充実を図るため、豊川市小中学校人権
教育研究会＊で「人権尊重の意識を高める教育活
動」を研究テーマとして設定し、各小中学校で実
践します。また、授業内容や教材を研究紀要にま
とめ、有効活用します。

２
発達段階に応じた人権教
育の実施
〈学校教育課、各小中学校〉

児童生徒が様々な人権問題を自らの問題として考
え、判断力や実践力を身につけられるよう、各小中
学校で発達段階に合わせた人権教育を進めます。12
月の人権週間＊には、各小中学校で人権に関する授
業や講話、映画鑑賞などを行います。

３
人権に関する講座・研修
会への教職員の参加
〈学校教育課〉

各小中学校の人権教育の質的な向上を図るため、
人権に関する研修会への教職員の参加を支援し、
研修内容の伝達機会を設けます。また、研究指定
校などの実践や研究の成果を全ての小中学校で共
有し、人権教育の充実に取り組みます。

４
連携

人権尊重意識の啓発
〈人権交通防犯課〉

全ての市民が人権意識を高め、差別や偏見のない
暮らしを実現できるよう、人権に関する講演会を
開催するとともに、イベントや人権週間など様々
な機会を活用した啓発活動に取り組みます。

５
連携

障害者の権利擁護に関す
る取組の実施
〈福祉課〉

障害や障害者に対する理解促進に向けた活動や市
民向け講座などを通じ、障害者差別解消法＊や成
年後見制度＊等の周知を行い、障害者の権利擁護
に関する意識啓発に取り組みます。
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施策④  いじめ・不登校などへの対応
　いじめや不登校などがなくなることは全ての人の願いです。家庭や地域、学校
においては、子どもたちが自分の悩みや不安などを誰かに相談できるような人間
関係や雰囲気づくり、それを支える相談支援体制の充実が求められています。
　いじめへの対応については、平成25年６月に「いじめ防止対策推進法」が制
定されたのを受け、本市でも平成29年３月に「豊川市いじめ防止基本方針」を
定め、未然防止を始めとする具体的な取組を明確にしました。
　学校や家庭、関係機関で連携し、いじめ・不登校などの未然防止や早期発見、
早期対応のための取組を強化していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
早期発見・早期対応に向
けた取組の推進
〈学校教育課、各小中学校〉

いじめや不登校に関する早期の対応を図るため、
「いじめ相談窓口＊」において子どもからの電話
相談に対応します。また、全小中学校におけるい
じめや不登校の状況把握を行い、早期発見・早期
対応のための取組を進めます。

２
臨床心理士などによる教
育相談の充実
〈学校教育課、保育課〉

不安や悩みを抱える幼児、子どもへのより良い対
応を図るため、臨床心理士が、こころの相談室
「ゆずりは＊」において教育相談にあたるととも
に、小中学校や保育園への巡回指導などを行いま
す。また、小学校に「ハートフル相談員＊」を巡
回させ、相談活動の充実に取り組みます。

３
豊川市不登校対策委員会
の取組の強化
〈学校教育課〉

不登校で悩む児童生徒が少なくなるよう、豊川市
不登校対策委員会＊が中心となり、全小中学校の
不登校対策委員や臨床心理士、適応指導教室＊指
導員の連携を強化します。また、教職員の夏季全
体研修会や中学校区ごとのブロック別研修会を企
画運営するとともに、不登校対策委員会が提案す
る「不登校小中連携シート＊」を活用した未然防
止などに取り組みます。

４
適応指導教室「さくらん
ぼ」における支援
〈学校教育課〉

不安や悩みで学校に行けない状態、または、その
傾向にある児童生徒が学校生活になじめるよう、
適応指導教室「さくらんぼ」が学校や保護者、関
係機関と連携し、集団生活への適応や自立に向け
た支援を行います。
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施策⑤  学校における体験活動の充実
　子どもたちの学校生活においては、学級での活動に加え、幅広い人間関係や交
流の中で社会性をつちかい、生き方についての考えを深められるような体験活動
が求められています。
　また、学校における学習成果を発表し合う文化的行事や優れた文化芸術に触れ
る機会の提供は、子どもたちの学校生活をより楽しく豊かなものにしています。
　児童生徒が生きる力や豊かな心を育むとともに、表現力や創造力を高められる
よう、学校における体験活動の機会を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
異年齢との交流活動の実
施
〈各小中学校〉

児童生徒が思いやりの心や社会性を身につけられ
るよう、小学校では、１年生と６年生でペアにな
ったり、異学年でグループになったりして、遊び
や掃除、遠足の時間をともにする活動を行いま
す。中学校では、異学年集団がともに行事を運営
する機会を設けます。

２
思春期における体験活動
の実施
〈学校教育課、保健センター〉

児童生徒が命の大切さや家族の絆などを学ぶこと
ができるよう、校区の乳幼児親子と交流する「ふ
れあい体験」を実施します。また、小学校４、５
年生とその保護者を対象に、これから迎える心や
身体の変化とのつき合い方と命のつながりについ
て学ぶ「親子思春期講座」を実施します。

３ 文化的行事の実施
〈学校教育課〉

児童生徒の個性を伸ばし、感動する体験を大切に
する教育の実践と、各教科における教職員の専門
性の向上を図るため、小中学校音楽祭、中学生の
主張、英語スピーチコンテスト、各種作品展な
ど、学校教育における学習成果を発表する文化的
行事を実施します。

４
連携

子どもの文化芸術体験機
会の提供
〈文化振興課、各小中学校〉

児童生徒が優れた文化芸術に親しみ、豊かな心や
創造性を育むことができるよう、芸術家が各小
中学校に出向いてのアウトリーチ事業＊などによ
り、普段触れることのできない文化芸術の体験機
会の提供に取り組みます。
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施策⑥  読書活動の推進
　テレビやインターネットといった情報メディアの普及に加え、娯楽の多様化な
どを背景とし、子どもの「読書離れ」が指摘されています。
　読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高めるなど、多様な効果を持って
おり、子どもたちが本に慣れ親しめるような機会を充実させることが重要です。
　あらゆる方法や場所を活用し、子どもたちが本に触れ、進んで読書に親しむ習
慣を身につけられるよう、様々な読書活動を推進します。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 朝の読書活動の実施
〈各小中学校〉

児童生徒が本に慣れ親しむ機会を充実するため、
小中学校における朝の会を始める前の時間を活用
し、各自で準備した本を読んだり、学校図書館ボ
ランティアや教職員が読み聞かせを行ったりする
活動に取り組みます。

２
学校図書館巡回司書の配
置
〈学校教育課〉

学校図書館の環境整備や読書活動の推進のため、
学校図書館巡回司書を配置し、読み聞かせや読書
相談などを行います。また、巡回司書が各小中学校
の司書教諭や図書館主任と連携し、図書の整理や利
用指導、学習資料の提示を行ったり、授業に参加し
たりする取組などを進めます。

３
「マイブックプロジェク
ト」の推進
〈中央図書館、各中学校〉

読書に親しむ機会とニーズに合った学校図書を充実
するため、中学校２年生が、中央図書館の提供による
図書購入券を利用して書店で本を購入し、読み終え
た本を紹介文とともに学級文庫に提供し、読書の輪
を広げる「マイブックプロジェクト」を実施します。

４ 子ども読書活動の推進
〈中央図書館〉

子どもたちが幼少時から本に親しめるよう、ボランテ
ィアの協力を得て絵本や紙芝居の読み聞かせを行う
とともに、子どもの読書活動の推進に関する展示など
を行うことで、読書の大切さへの理解を広めます。ま
た、児童館や児童クラブなどにおける自主的な読み
聞かせ活動を推進するため、読み聞かせボランティア
養成講座や図書の団体貸出などを行います。

５
「うち読」の普及・啓発
の推進
〈中央図書館〉

子どもと保護者が一緒に本を読む習慣づくりを後押
しするため、「うち読」ノート＊の配布や「うち読」に
適した本の展示・紹介などを行い、家庭における読
み聞かせなどの普及・啓発に取り組みます。

６
連携

絵本との出会い「ブック
スタート」の実施
〈子育て支援課〉

赤ちゃんが絵本と出会い、保護者が絵本を介して赤ち
ゃんと言葉や心を通わすことの大切さを実感できるよ
う、４か月児健診の際に赤ちゃんと保護者を対象とし、
ボランティアの協力を得て読み聞かせを行います。

７
連携

「絵本の読み聞かせ」の
実施
〈子育て支援課〉

子どもたちが絵本に親しめるよう、公民館などにお
いて、乳幼児から小学校低学年とその保護者を対象
に、各地区の読み聞かせボランティアの協力を得て
絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。
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施策⑦  子どもの体づくりの推進
　人々の暮らしが便利になり、子どもたちが体を動かす機会は減少しています。
また、都市化や核家族化、夜型生活の広がりといった人々のライフスタイルの変
化は、睡眠や食生活を始めとする子どもの生活習慣に影響をもたらす傾向にあり
ます。
　体力や健康は、これからの社会を生きる子どもたちにとって生きる力の源であ
り、物事に対する意欲や気力といった精神面の充実にも大きく関係します。
　子どもたちが体を動かす楽しさを実感したり、健康の大切さを学んだりする機
会を充実させていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 学校体育の充実
〈学校教育課〉

児童生徒の体力向上を図るため、教職員の指導力
や専門性を高める研修会への参加を支援するとと
もに、優れた実践を全ての小中学校で共有させ、
より良い授業づくりを進めます。また、小学校の
体育の授業や中学校の運動部活動などに、地域の
指導者を派遣する取組を進めます。

２
地域における子どものス
ポーツ活動への支援
〈スポーツ課、生涯学習課〉

子どもがスポーツに親しむ機会を充実させ、子ど
もたちの心と体の健全な成長を促すため、地域の
スポーツ少年団＊、総合型地域スポーツクラブ＊、
放課後子ども教室＊、地域の子ども会におけるス
ポーツ活動を支援します。

３ 生活習慣病予防の推進
〈学校教育課、各小中学校〉

子どもたちの生活習慣病を予防するため、各小中
学校の学校保健委員会＊が中心となり、児童生徒
に対して、「早寝、早起き、朝ごはん」を合言葉
に、規則正しい生活やバランスのとれた食生活を
積極的に呼びかけます。また、保健集会や学級の
時間、給食指導を通じて、生活習慣病予防への理
解を深める指導に取り組みます。

４ 食に関する指導の充実
〈学校給食課、学校教育課〉

児童生徒が正しい食事の在り方や望ましい食習慣
への理解を深められるよう、栄養教諭＊などが中
心となり、学校給食の時間や学級活動、総合的な
学習の時間に給食指導を行うとともに、「給食だ
より」を家庭へ配布するなどして、食に関する指
導を充実します。
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施策⑧  文化遺産の継承と新たな文化の創造
　文化遺産は郷土の歴史や文化の理解に欠かせず、地域の発展や活性化に資する
ものであることから、地域づくりの核として適切に保存・活用し、確実に次世代
へ継承していくことが重要です。
　また、人々が心豊かで活力にあふれた暮らしを実現していくためには、地域の
歴史や様々な文化を基盤とする新たな文化の創造を活性化させていくことが望ま
れます。
　地域の発展を支えた先人の心を受け継ぐ文化遺産の継承に取り組むとともに、
新たな文化の創造に向けた活動を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
文化遺産の保護・活用の
環境づくり
〈生涯学習課〉

豊川海軍工廠＊の残存遺構を生かした平和公園（仮
称）や旅籠大橋屋などの保存整備を行うとともに、
三河国分寺跡や御油のマツ並木を保護するための
土地公有化などを進めます。また、市内の文化遺産
の保護・活用を推進するためのマスタープランであ
る歴史文化基本構想の策定を目指します。

２
文化遺産継承の取組の推
進
〈生涯学習課、文化振興課〉

祭礼芸能伝承のための支援や赤坂の舞台を活用し
た伝統芸能の公開を行うとともに、御油のマツ並
木など天然記念物の保護活動を地域住民との協働
により進めます。また、史跡公園や桜ヶ丘ミュー
ジアムにおける文化財などの公開活用事業の実施
や支援を行うとともに、平和公園（仮称）や旅籠
大橋屋で活動するボランティアの育成を進めます。

３ ふるさと意識の醸成
〈生涯学習課、各小中学校〉

子どもたちのふるさと意識の醸成を図るため、小
学校６年生を対象に、三河国分尼寺跡史跡公園の
見学を実施するとともに、各小学校において地元
の文化遺産や伝統文化に触れる機会を充実します。

４
平和学習の推進
〈生涯学習課、学校教育課、各小
中学校、文化振興課〉

市民一人一人が豊川海軍工廠の歴史や被爆につい
て理解を深め、平和の尊さを学ぶことができるよ
う、平和公園（仮称）や桜ヶ丘ミュージアムを活
用した豊川市独自の平和学習の取組を進めます。

５
連携

文化芸術の独自性の確立
〈文化振興課〉

地域の歴史や魅力を文化芸術の観点から再発見
し、豊川市ならではの演劇やミュージカルなどを
創造する取組を推進することで、独自性の高い文
化芸術の確立と発信に取り組みます。
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基本目標２　　社会の変化に応える確かな学力を育成します

施策①  楽しくわかる授業の実践
　子どもたちが変化を続けるこれからの時代をたくましく生きていくためには、
志や意欲を持ち、他者と協働して未来を切り拓く確かな学力＊を身につけること
が望まれます。
　学習指導要領の次期改訂では、新しい時代に必要となる資質・能力の育成に主
眼を置き、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求められて
います。
　こうした動きを捉えながら、児童生徒が主体的な学習活動により基礎的な知識
や技能を確実に身につけられるよう、楽しくわかる授業を実践していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 授業研究の推進
〈学校教育課、各小中学校〉

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善などを念頭に、教職員が指導力や授業力を高
められるよう、毎年度、研究発表校を指定し、その
実践や成果を全ての小中学校で共有します。また、
専門的な力量向上のため、各教科や領域ごとに研
究部会を設け、定期的な研修会や研究授業を実施
します。

２ きめ細かな指導の推進
〈学校教育課〉

小中学校において、児童生徒が学ぶ楽しさを味わ
い、確かな学力を身につけることができるよう、
ティームティーチング＊などによる少人数学級、
少人数指導を実施し、発展的な学習や個に応じた
学習を支えます。

３
地域住民や学生との協働
による学習支援
〈学校教育課、各小中学校〉

小中学校において、児童生徒の学習意欲を高める
ため、専門的な知識や技能を持っている地域の方
を招いての授業を実施します。また、児童生徒の
学力の定着を促すため、夏休み中のサマースクー
ル＊において、大学生の指導補助を得ながら、体
験学習や学習支援を行います。

第
３
章

30

基
本
目
標
２　
施
策
①



施策②  英語教育の推進
　グローバル化が進んだ現代社会においては、子どもたちが外国語の学習を通じ
て、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図
ろうとする姿勢を身につけることが求められています。
　学習指導要領の次期改訂では、平成32年度から小学校３、４年生で英語活動
が行われ、小学校５、６年生で英語が教科化されます。同時に中学校では、英語
で行うことを基本とする授業を実施することとなっています。
　こうした動きを捉えながら、児童生徒が国際理解を深められるよう、英語によ
るコミュニケーションの機会を充実させた英語教育を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 英語指導助手の配置
〈学校教育課〉

児童生徒が英語に関する学習意欲や関心を高め、
国際社会で必要となる基礎的な会話力やコミュニ
ケーション力を身につけることができるよう、小
学校の英語活動と中学校の英語の授業にＡＥＴ
（英語指導助手）＊を配置します。

２
英語力向上へ向けた活動
の充実
〈学校教育課、各小中学校〉

小学校においてネイティブ＊な英語を聞けるＤＶ
Ｄ教材を活用するとともに、希望する児童生徒を
対象とし、オールイングリッシュの体験ができる
「イングリッシュ・デイキャンプ＊」を開催しま
す。また、小学校における英語の教科化や中学校
における英語で行う授業の実施などに備え、教職
員向けの研修を行います。
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施策③  理数教育の推進
　科学技術の革新が進む中、我が国でも次代の科学技術を担う人材の育成が求め
られています。また、社会の隅々にまで活用されている科学技術について、基礎
的な知識を得ることが望まれます。
　立地条件に優れた本市では、愛知のものづくりの精神を受け継ぐ優良な企業が
数多く操業し、科学技術の発展を力強く支えています。
　こうした恵まれた風土の中で、児童生徒が科学技術の素晴らしさを実感し、科
学的な見方や考え方を楽しみながら身につけ、創造力を高められるような理数教
育を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
理数教科への関心を高め
る授業の実施
〈学校教育課、各小中学校〉

児童生徒の理数教科への関心を高めるため、教科
研究部会・教科主任会において、各小中学校の優
れた実践や実験用教具などの情報共有を進め、楽
しく学ぶことのできる教材の開発を行うなどし、
楽しい授業づくりを進めます。また、児童生徒の
自由研究の交流や実験体験などを行う場を設ける
ことで、探究力や創造力を高める教育を進めま
す。

２ 理科教育支援員の配置
〈学校教育課〉

理科教育における観察・実験活動の充実と教職員
の授業力の向上を図るため、理科教育支援員を小
学校へ派遣し、理科の授業づくりや児童への指
導、理科室の経営などへの支援に取り組みます。

３
子どもものづくり教室の
実施
〈生涯学習課〉

子どもたちがものづくりの楽しさを知り、創造力
を高められるよう、豊川少年少女発明クラブ＊の
指導員や高校生ボランティアの協力を得て、小学
校高学年向けに子どもものづくり教室を開催する
ほか、小学校低学年向けには親子ふれあい工房を
開催します。
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施策④  情報教育の充実
　インターネットが現代社会に変革をもたらすとともに、パソコンやスマート
フォン＊などが広く普及し、誰もが情報の受け手だけでなく送り手としての役割
を担うようになっています。
　子どもたちの周辺においても情報化は進展し、有害情報によりトラブルに巻き
込まれる危険性が増えている一方で、子どもたち自身が加害者となるケースも見
られ、適切に情報を扱う能力を育成する情報モラル教育が重要となっています。
　児童生徒がＩＣＴ＊機器や情報を活用する能力を身につけるとともに、適切な
情報発信の仕方を学べるような情報教育を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
ＩＣＴ機器を活用した授
業の充実
〈学校教育課、各小中学校〉

児童生徒の情報活用能力の育成を図るため、情報
教育に関する教職員の研修や実践交流を行い、指
導力の向上に努めるとともに、ＩＣＴ機器を活用
した授業の充実に取り組みます。

２
デジタル教科書・教材を
活用した授業の実施
〈学校教育課、各小中学校〉

各教科における児童生徒の理解を深めるため、指
導の意図や授業の目的に合わせたデジタル教科
書・教材を活用することで、「わかる授業」づく
りに取り組みます。

３
情報モラル教育の推進
〈生涯学習課、学校教育課、各小
中学校〉

子どもたちが情報化社会を安全に過ごすことができる
よう、ＰＴＡ活動などを通じて、携帯電話やスマートフォ
ンなどの利用に関する啓発や情報モラル教育を進めま
す。また、小中学校における情報モラル教育に関する
指導力向上のため、教職員の研修に取り組みます。
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施策⑤  環境教育・ＥＳＤの推進
　地球温暖化の進行や生物多様性の喪失など、環境問題は国境を越えて深刻に
なっています。近年では、国際理解、環境、人権、平和など地球規模の課題解決
に取り組む、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ＊）の実践が求められています。
　愛知県においては、平成17年に愛知万博、平成26年にＥＳＤに関するユネス
コ会議が開催され、高い環境意識とＥＳＤの取組が根付きつつあります。
　こうした気運の中で、児童生徒の環境保全に対する意識を高めるとともに、持
続可能な社会の構築に向けたＥＳＤの視点に立つ学習活動に取り組みます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１

地域の環境を守る環境学
習
〈学校教育課、各小中学校、環境
課〉

自然環境と生活のつながりに目を向ける児童生徒
を育成するため、小学校の総合的な学習の時間や
社会科、理科などの学習において、身近な自然環
境を題材とする環境学習を行います。

２
ＥＳＤの視点に立つ学習
活動の推進
〈学校教育課、各小中学校〉

児童生徒が持続可能な社会づくりの大切さを学ぶ
ことができるよう、小中学校の社会科や理科など
の学習において、現代社会の課題を地球規模の幅
広い視野で捉え、自らの問題として考えるＥＳＤ
の視点を取り入れた学習活動を行います。

３
連携

エコ活動に関する学習の
推進
〈環境課〉

子どもたちが毎日の家庭生活の中で、自分ででき
る環境行動を知り、エコ活動に対する目標を立て
て行動できるよう、各小学校の５年生に「エコチ
ャレンジ・カレンダー＊」を提供し、環境学習を
推進します。

４
連携

緑のカーテン事業の実施
〈環境課〉

子どもたちが地球温暖化の防止や夏季の省エネル
ギー意識を高められるよう、小中学校における緑
のカーテンの設置と環境学習への活用を促進しま
す。
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施策⑥  日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実
　社会経済のグローバル化に伴い、外国からの来訪者や居住者が増えていること
から、外国人を含めた全ての人々が多様な価値観や考え方を理解し合い、能力を
発揮できる多文化共生社会の実現が重要となっています。
　特に来日してからの日が浅い子どもにとっては、日本語を十分に理解できない
環境の中で、社会生活、学校生活の多くがストレスの要因になることから、日本
の社会や学校に早く溶け込めるような支援が必要です。
　言葉が分からないなど日本での生活に不慣れな児童生徒が安心して学校生活を
送れるよう、日本語の初期指導を重視し、学年や能力に合わせた段階的・系統的
な教育を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
拠点校における日本語教
育の実施
〈学校教育課〉

日本語指導が必要な児童が日本の学校に適応し、
生き生きと学校生活を送ることができるよう、複数
の小学校を拠点校に指定し、日本語指導を行います。
また、拠点校へ通うことができない児童については、
居住地域の小学校において、就学への不安に配慮し
ながら日本語教育適応指導に取り組みます。

２ 日本語指導助手の配置
〈学校教育課〉

日本語指導が必要な児童生徒への教育を充実させ
るため、日本語指導助手が日本語を十分に話せない
児童生徒が在籍する学校を訪問し、日本語指導や文
書の翻訳、保護者対応時の通訳などを行います。ま
た、日本語指導助手や日本語教育適応学級＊の教職
員が情報交換や事例研究を行い、日本語指導や教
科指導の充実に取り組みます。

３
連携

こぎつね教室の実施
〈市民協働国際課〉

日本語を十分に話せず、不就学や不登校などになっ
ている児童生徒の就学を支援するため、日常生活や
学校での学習に必要な日本語と、学校生活でのル
ールなどを指導するこぎつね教室を実施します。
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施策⑦  配慮が必要な児童生徒への対応の充実
　学校教育においては、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生
活が送れるよう、全ての子どもたちが地域の学校でともに学び、互いに支え合う
教育環境づくりを進めることが重要です。
　また、子どもの未来が生まれ育った環境によって左右され、経済的な困難が世代
を超えて連鎖しないよう、教育の機会均等を保障する取組が一層求められています。
　児童生徒が自分の能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して生きていくために
必要な力を身につけられるよう、必要な配慮や支援を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
就学指導・相談体制の整
備
〈学校教育課、関係各課〉

幼児や児童生徒に適した就学を支援するため、新
学齢児を対象とする「就学に向けての説明会」を
開催するとともに、専門相談員が配慮を要する幼
児や児童生徒への訪問、発達状況の把握、相談助
言などを行います。また、医師や学識経験者、教
職員、行政職員などで構成する豊川市教育支援委
員会＊を開催し、適正な就学を推進します。

２
校内委員会などの機能の
充実
〈学校教育課、各小中学校〉

配慮を必要とする児童生徒への支援を充実するた
め、各小中学校の特別支援教育コーディネーター＊

が中心となり「個別の教育支援計画」を作成するな
ど、校内委員会の機能を高めます。また、障害の有
無に関わらず児童生徒が一緒に学ぶことができるイ
ンクルーシブ教育システム＊の構築の観点から、教
職員の特別支援教育への理解を深めます。

３
特別支援教育に関する研
修会の充実
〈学校教育課〉

発達障害や支援のあり方、校内委員会の役割など
に関する理解を広めるため、特別支援教育コーデ
ィネーターや通常学級担任の教職員、保育園や幼
稚園の職員を対象とする研修会を充実します。

４
特別支援教育支援員の配
置
〈学校教育課〉

特別な支援を必要とする児童生徒が学校生活を
円滑に送ることができるよう、特別支援教育支
援員＊を配置し、移動時や給食時、排泄時の介
助、事故防止などに取り組みます。

５ 学級運営支援員の配置
〈学校教育課〉

安定した学級運営を支えるため、個別の支援を
必要とする児童生徒がいる学級へ学級運営支援
員＊を配置し、個別的な指導やティームティーチ
ング＊指導を実施します。

６ 就学援助の実施
〈学校教育課〉

子どもたちがしっかりと義務教育を受けることが
できるよう、経済的な理由によって就学が困難な
児童生徒の保護者に対して、小中学校で使用する
学用品や給食などに必要な費用を援助します。

７
連携

学習支援の実施
〈福祉課〉

経済的な困難により支援が必要な家庭の子どもた
ちが、学習習慣や基礎学力を身につけ、将来の進
路選択の幅を広げられるよう、学校外において中
学生の個別指導を行う学習支援に取り組みます。
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施策⑧  進路指導の充実
　子どもたちが将来自立した社会人となるための基盤をつくるためには、社会へ
の関心を高めたり、社会と自分の関わりについて学んだりする機会を設けること
が重要です。
　また、社会経済の発展に伴い選択できる職業が多様化する中、子どもたちが自
分の将来を考えるのに役立つ理想像を見つけたり、夢を描いたりすることを支え
る取組が求められています。
　児童生徒が働くことに関心を持ち、自分の生き方についての考えを深められる
よう、学校や家庭、地域が連携した進路指導を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
小学校からのキャリア教
育の実施
〈学校教育課、各小学校〉

子どもたちが社会の中で期待される自らの役割や
働くこと、夢を持つことの大切さを知り、仕事へ
の興味や関心を広げられるよう、児童がものづく
りを体験したり、名人の活動や考えを学んだりす
るキャリア教育＊を行います。

２
働くことの意義を体感す
る職場体験学習の実施
〈学校教育課、各中学校〉

子どもたちが働くことの意義を考え、自分の進路
や生き方を見つめることができるよう、中学校２
年生が、身近な職業に目を向けながら職業観を広
める情報を得たうえで、自分で選択した事業所へ
出向いて活動する職場体験学習を行います。
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施策⑨  教職員のさらなる資質の向上
　教職員の知識や技能の習得については、近年における集中した大量退職と大量
採用の影響により、かつてのような先輩から若手への伝承がうまく図られていな
いという指摘があります。
　子どもたちを取り巻く環境が変化を続ける中、教職員が学校における多様な課
題に対応する一方で、時代に即した新たな教育を実践していくためには、教職員
が学び続けようとする活動をしっかりと支えていくことが重要です。
　教職員のさらなる資質の向上を支援するため、経験年数や課題などに応じた効
果的な研修を計画的に進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 教職員研修の充実
〈学校教育課、各小中学校〉

経験年数の少ない教職員に対しては、ファースト
ステップ研修や研究員研修などにより授業の基
礎・基本を習得できるような実践的演習を行いま
す。中堅の教職員に対しては、学校の中核を担う
ための演習を行うなど、経験年数や課題、希望に
応じて指導力、授業力、使命感などを高める各種
研修を実施します。また、授業力向上のために作
成したリーフレット「豊川の授業 16のポイン
ト＊」を活用し、各小中学校における日常的な職
場内研修に取り組みます。

２
教職員国内研修派遣の実
施
〈学校教育課〉

学校運営や授業改善を図るため、教職員を対象と
し、国内の先進的な学校や教育機関などに派遣す
る研修を行い、そこで得た情報を市の施策に生か
すとともに、各小中学校における情報共有に取り
組みます。
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基本目標３　　豊かな人生を自らが築く生涯学習社会を確立します

施策①  生涯学習の振興
　ライフスタイルの変化とともに生涯を通じた学びのニーズが多様化する中で、
自由に機会を選択しながら学ぶことができ、その成果が適切に評価される生涯学
習社会の実現が一層望まれています。
　一方で、何かを学習したくてもそのきっかけがつかめないという人々に対し、
個々のニーズに応じた学習意欲を喚起すような取組が求められています。
　多くの市民が生涯にわたる学習活動に親しみ、生きがいを持って心豊かに暮ら
していけるよう、主体的な生涯学習活動を支援していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
とよかわオープンカレッ
ジの育成・支援
〈生涯学習課〉

市民の学びのきっかけづくりのため、多様な講座
を安価で提供するとよかわオープンカレッジ＊を
支援するとともに、市民の「教えたい」という自
己実現の場を提供し、学びを生かした講師の育成
を進めます。

２ 地域生涯学習の推進
〈生涯学習課〉

生涯学習の成果をまちづくりにつなげられるよう、地
区市民館や公民館、生涯学習会館といった身近な施
設で展開する地域生涯学習講座において、各地域に
根ざした特色ある講座や防災、子育て、介護などの地
域課題に関する講座を開催します。

３
生涯学習情報の整理と発
信
〈生涯学習課〉

生涯学習情報の周知のため、「生涯学習ガイドブ
ック」や「生涯学習まるごとナビ＊」の内容を整
理・充実するとともに、生涯学習情報サイトの
「まなびネットとよかわ＊」の利便性を高め、積
極的に情報発信します。

４
学習成果の発表の場の充
実
〈生涯学習課〉

学習成果を発表する場を広げるため、地域では公
民館まつりや市民館まつりなどを活用して市民に発
表・交流の機会を提供するとともに、全市的な発表
の場としては、「生涯学習成果発表会」を充実します。

５
社会教育関係団体支援を
通じた人材育成
〈生涯学習課〉

地域活動に携わる社会教育関係団体＊の指導者を
育成し、確保していくため、子ども会におけるジュ
ニアリーダー＊養成やＰＴＡ活動経験者などで構成
する「おやじの会」の活動などを支援します。

６
ジオスペース館を活用し
た学習支援
〈中央図書館〉

市民の天文への関心を高め、宇宙に関する学習活
動を支援するため、太陽と地球環境をテーマとす
るプラネタリウム番組の上映を行うとともに、星
空観望会や望遠鏡教室を開催します。

７ 地域情報の収集・活用
〈中央図書館〉

地域情報の提供と活用を図るため、豊川市や東三
河の文化、行事、自然環境、遺跡などに関する映
像の撮影や資料の収集を行うとともに、市民への
公開に取り組みます。
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施策②  生涯の健康を支える力の育成
　人々の食生活の変化に加え、家事や仕事の自動化、交通手段の発達に伴う身体
活動量の低下は、生活習慣病の増加の一因となっており、その予防のためには生
活習慣の改善が重要となっています。
　生活習慣は人々の健康づくりの基本であり、食生活や運動、たばこ、アルコー
ルなどに関する適切な知識を身につけ、自らが健康づくりを実践していくことが
望まれます。
　子どもから大人まで全ての市民が、病気の予防や食育に関心を持って健やかに
暮せるよう、生涯にわたって健康を支える力の育成に取り組みます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
地域とつながる食育の推
進
〈学校給食課、農務課〉

児童生徒が地域食材の生産、流通への理解を深め
ながら、「食」への関心を高められるよう、地域
の特産品を学校給食に使用する「豊川産○○の
日」を実施するとともに、農家の方を学校に招い
ての「生産農家との会食会」などを行います。ま
た、児童生徒の参加による「地場産物を使用した
学校給食献立コンクール」を開催します。

２
喫煙・飲酒・薬物乱用の
防止
〈各小中学校、学校教育課、関係
機関〉

子どもたちが自らの体を大切にする意識を育むた
め、各小中学校の学校保健委員会＊において、保
護者も交えて健康について学ぶ集会を行うなど、
児童生徒の喫煙や飲酒、薬物乱用を防止する取組
を進めます。

３
連携

健康づくり意識の啓発
〈保健センター〉

市民が正しい生活習慣を意識し、実践できるよ
う、健康相談、健康教室などを通じて、健康づく
りに関する意識啓発を行います。また、健康づく
りの輪を家族や地域へ広げる健康づくり推進員の
養成を進めるとともに、市民の健康づくりの核と
してさらに活躍できるよう支援します。
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施策③  生涯スポーツの振興
　スポーツは、体を動かすという人々の欲求に応え、充実感や楽しさ、喜びをも
たらすものであるとともに、青少年の健全育成や心身の健康の保持・増進など、
多面にわたる役割を担っています。
　また、スポーツを「する人」だけではなく、トップレベルの競技大会などを
「観る人」、指導者やボランティアといった「支える人」にも着目した生涯ス
ポーツ社会の実現が求められています。
　多くの市民がスポーツを楽しみ、健康的で活力ある生活を送ることができるよ
う、生涯スポーツを振興させる取組を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 地域スポーツの推進
〈スポーツ課〉

市民が、いつでも、どこでも、いつまでもスポ
ーツに親しめるよう、スポーツ推進委員＊と連携
し、地域のスポーツ振興の担い手である校区体育
振興会や総合型地域スポーツクラブ＊などの活動
を支援します。

２
スポーツイベントの開催
支援
〈スポーツ課〉

多くの市民がスポーツに親しみ、市外からも多く
の人が訪れるよう、豊川リレーマラソンやトヨカ
ワシティマラソン大会などの開催を支援し、ボラ
ンティアスタッフの協力を得ながら、地域に根ざ
した賑わいのあるイベントに育てていきます。

３
スポーツ選手・団体への
活動支援
〈スポーツ課〉

競技力の高い選手やチーム、指導者を育成し、その活
躍を後押しするため、体育協会＊やスポーツ少年団＊

の活動に対し、会場確保や助成などにより支援する
とともに、国際大会や全国大会などに出場する選手・
団体に対し、激励金や奨励金を交付します。

４
トップレベルに触れる機
会の充実
〈スポーツ課〉

スポーツに触れて感動できる機会を提供し、スポ
ーツに関わる人を増やすため、トップレベルの競
技者や指導者によるスポーツ教室や講演会などを
開催するとともに、競技水準の高い大会や競技会
などを誘致・開催します。
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施策④  図書館サービスの充実
　図書館は、地域における「知」の拠点として、子どもから大人まで多様な利用
者の学習活動を支えるとともに、地域の実情やニーズに応えた情報サービスを提
供するなど、幅広い観点による社会貢献が期待されています。
　近年では、高度情報化や国際化、高齢化が進む中で、図書館利用者のニーズも
多様化しています。
　多くの市民が図書館に関心を持ち、有効に活用できるよう、ＩＣＴ＊時代の動
向を見極めながら、図書館サービスを充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 図書館資料の充実
〈中央図書館〉

市民の様々な嗜好やニーズに対応するため、書籍
やＣＤ、ビデオなどの視聴覚資料の計画的な購入
を進めることで、各図書館資料の充実に取り組み
ます。

２
電子図書館サービスの充
実
〈中央図書館〉

様々な事情により来館が困難な方を始め、あらゆ
る市民のニーズに対応するため、電子書籍＊を計
画的に購入するとともに、行政資料や地域資料な
どを電子書籍化した独自資料の制作を進めること
で、電子図書館サービス＊を充実します。

３ 「図書館検定」の実施
〈中央図書館〉

市民の読書や図書館への関心を高めるため、図書
館の利用に関するマナーや来館者数などの統計情
報、所蔵する本の内容や作者に関するエピソード
などを問題とする図書館検定を行います。
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基本目標４　　魅力ある教育環境づくりを進めます

施策①  児童生徒の安全・安心の確保
　学校教育においては、自然災害の発生に備えた安全確保に加え、通学路におけ
る事故や学校への不審者侵入の防止、給食における食物アレルギー事故防止の徹
底など、様々な対策が求められています。
　また、児童生徒は守るべき対象である一方で、自らの安全を確保できる基礎的
な素養を身につけることが望まれます。
　児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、また、保護者が安心し
て子どもを託すことができるよう、家庭や地域、警察などと連携しながら、学校
教育の安全・安心を確保していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
防災教育の推進
〈各小中学校、防災対策課、予防
課〉

小中学校における防災体制を強化するため、地
震・津波や土砂災害、河川氾濫など、各学校で想
定する自然災害に備えた避難経路や避難場所を特
定するとともに、より実効性の高い避難訓練を実
施します。また、消防職員などを講師に招き、地
震発生時のより安全な行動を学ぶ機会を設けるな
ど、防災教育を進めます。

２ 交通安全教育の推進
〈学校教育課、人権交通防犯課〉

子どもたちの交通事故を防ぐため、児童が交通ル
ールを学び、実際に自転車に乗り、交通指導員な
どの指導を受ける交通安全教室を実施します。ま
た、登下校で自転車を利用する中学生に対して、
自転車通学許可証を発行し、交通安全意識を高め
るとともに、マナーについても指導します。

３
学校安全緊急情報共有化
広域ネットワークの活用
〈学校教育課、各小中学校〉

地域ぐるみで子どもたちの登下校時の安全を確保
するため、学校安全緊急情報共有化広域ネットワ
ーク＊を活用し、保護者や地域ボランティアなど
を対象とする緊急連絡メールにより、不審者情報
を適時に提供します。

４
学校施設における飛散防
止フィルム貼付
〈庶務課〉

地震災害時において小中学校の児童生徒や教職員
が避難する経路の安全を確保するため、校舎の避
難経路にある窓ガラスへ飛散防止フィルム＊を貼
り付ける作業を進めます。

５ 防犯・防災設備の充実
〈庶務課〉

小中学校における防犯・防災対策の充実のため、
緊急時の避難指示などを全教室へ一斉に伝達でき
る緊急通報装置付きインターカムシステム＊の整
備を進めるとともに、関連設備や備品などの充実
に取り組みます。
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No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

６
安全・安心な学校給食の
提供
〈学校給食課〉

学校給食における食中毒予防や食の安全を揺るが
す諸問題への対応として、給食従事者に対する衛
生講習会の実施、食材に関する情報収集や検査な
どにより、衛生管理と安全確保を徹底します。ま
た、食物アレルギーを持つ児童生徒が、安心して
給食を楽しめるような対応を進めます。

７
学校給食施設の整備・改
修
〈学校給食課〉

安全・安心な学校給食を途切れなく提供するた
め、学校給食施設や設備、調理機器などの老朽化
への対応として、適正な予防保全＊や計画的な改
修、長寿命化＊を進めます。

８
連携

登下校時の見守り活動の
推進
〈人権交通防犯課、各小学校〉

子どもたちの交通事故防止や防犯対策を図るた
め、通学路の主要な場所で交通指導を行う地域ボ
ランティアの協力を得るとともに、青色回転灯積
載車を利用して下校時のパトロールを強化するな
どして、児童の登下校時の見守り活動を推進しま
す。
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施策②  開かれた学校づくりを目指す教育活動
　学校教育に対する要請が多様化・高度化する中、学校が人々の期待に応えてい
くためには、保護者や地域住民の意向を踏まえた教育活動を実施し、信頼される
学校づくりを進めていくことが求められています。
　また、まちづくりの観点から、学校が地域の核となり、人々が集い、助け合い
ながらともに成長していくことで、地域コミュニティ＊の活性化につながってい
くことが期待されています。
　学校と保護者、地域がともに学びながらそれぞれの役割を担い、一体となって
児童生徒の成長を支えていけるよう、開かれた学校づくりを目指した教育活動を
進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
特色ある学校づくりの推
進
〈学校教育課、各小中学校〉

地域に開かれた学校づくりを実現するため、各小
中学校区の住民や保護者、学識経験者などで構成
する学校運営協議会が中心となり、地域の実情や
特性を踏まえた特色ある学校づくりを進めます。

２ 学校の日の開催
〈学校教育課、各小中学校〉

多くの市民に学校を身近に感じてもらうため、各小
中学校において学期ごとで「学校の日＊」を開催し、
各教科や道徳、学級活動などの授業や特色ある活動
を公開します。地域や家庭と連携した教育活動とな
るよう、地域の方を講師とする授業や親子で体験的
な学習を行う活動などを実施します。

３ 学校からの情報発信
〈学校教育課、各小中学校〉

各小中学校の行事に関する情報を速やかに伝達す
るため、保護者に対して緊急連絡メールにより実
施予定などを配信します。また、学校の活動に対
する保護者や地域住民の関心を高められるよう、
学校だよりの発行やホームページの作成により、
積極的な情報発信に取り組みます。

４
学校サポーターによる学
校支援
〈庶務課〉

地域と学校の相互理解を深め、地域に愛され親しまれ
る学校づくりを推進するため、様々な知識や経験、技
術を持つ地域住民が、学校サポーター＊として登録し、
草刈りや施設修繕、総合学習、部活動指導などをボラ
ンティアで支援する制度の活用を進めます。

５ 学校評価の公表
〈学校教育課、各小中学校〉

家庭や地域に信頼される学校づくりを進めるた
め、各小中学校において、児童生徒や保護者、教
職員へのアンケートによる内部評価と、学校関係
者による外部評価について、学校だよりなどで公
表するとともに、学校運営協議会で検討し、教育
活動の改善に生かします。

６ 部活動の外部講師の活用
〈学校教育課、各中学校〉

生徒の部活動に対する意欲をより高めるため、各
中学校における部活動の実情に応じて専門的な技
術指導ができる地域の指導者を招き、顧問の教職
員の指導を支援することで、地域との連携による
部活動の活性化に取り組みます。
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施策③  学校教育環境の整備
　学校教育において、施設や機器などの環境整備は、児童生徒の成長を支える基
本的な教育条件の一つであり、発達段階に応じた質の高い環境を整えることは重
要です。
　また、施設総量の適正化＊を踏まえた老朽校舎の改修や長寿命化＊などの対策
に加え、教職員が子どもと十分に向き合う時間の確保や生活様式の変化への対応
を図る環境整備などが求められています。
　児童生徒が楽しく充実した学校生活を送れるよう、学校教育環境の整備を進め
ていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
老朽校舎などの計画的な
整備
〈庶務課〉

児童生徒が安全な環境の中で、安心して学校生活
を送ることができるよう、老朽化した校舎につい
て、施設の適正な規模や長寿命化を踏まえ、大規
模改修などの整備を計画的に進めます。

２ 学習環境の整備
〈庶務課〉

小中学校において、児童生徒の健康面への配慮と
学習環境の向上を図るため、普通教室に空調設備
を整備します。また、生活様式の変化に対応する
ため、トイレの便器の洋式化を進めます。

３ 小学校遊具の整備
〈庶務課〉

小学校における児童の健やかな体づくりを支える
ため、安全基準に適合していない遊具や老朽化に
より使用できない遊具を撤去するとともに、新た
な遊具の整備を進めます。

４
学校運営における情報機
器の活用
〈庶務課〉

児童生徒の成績処理や保健管理などの校務事務を
効率化し、教職員が子どもに向き合う時間の確保
や情報セキュリティの向上を図るため、小中学校
に新たに導入した校務支援システム＊を円滑に運
用するとともに、技術革新を捉えた情報機器の活
用を進めます。

５
教育用ＩＣＴ機器などの
整備
〈庶務課〉

小中学校における情報教育の推進を支えるため、
コンピュータ教室の機器の更新や教材ソフトの充
実に取り組むことで、ＩＣＴ＊機器などを活用し
た教育環境の整備を進めます。

６ 学校図書の充実
〈庶務課〉

児童生徒が関心を持つ本を備え、調べ学習などに
も利用しやすい魅力ある読書環境を整えるため、
各小中学校の実情に応じた学校図書の充実を進め
ます。
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施策④  地域教育力の向上支援
　都市化や少子化の進行、事故や犯罪への懸念などにより、子どもたちが安心し
て遊び、様々なことを体験する場が減少していることから、家庭や地域が連携し
て体験活動の機会を創出していくことが望まれています。
　また、家庭環境や地域社会の変化により、親子の育ちを支える様々な人間関係
が希薄化する中で、子育てや若者の自立に悩みを抱える家庭が増加し、それを地
域社会で支えていく環境を整えることが求められています。
　子どもや若者が地域の中で、様々な体験を通じて生き生きと成長していけるよ
う、地域教育力の向上を支援していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
子どもセンター事業の推
進
〈生涯学習課〉

地域の子どもを地域で育てる環境づくりを推進す
るため、地域の大人の協力を得ながら、放課後子
ども教室＊や子どもものづくり教室、親子ふれあ
い工房といった子どもセンター事業＊を展開しま
す。

２
青少年健全育成活動の支
援
〈生涯学習課〉

地域におけるあいさつ運動や健全育成のパトロー
ル、各種啓発活動の実施を促すため、各小学校区
の青少年健全育成推進協議会＊を支援するととも
に、青少年育成市民会議＊における街頭啓発や情
報交換により、関係団体の連携を強化していきま
す。

３
子ども・若者への各種支
援
〈生涯学習課〉

困難を有する子どもや若者が円滑な社会生活を営
むことができるよう、豊川市子ども・若者支援地
域協議会＊を中心として関係機関の連携を強化す
るとともに、少年愛護センターにおいて心理相談
などの各種支援を実施します。

４
学校給食における家庭・
地域との連携
〈学校給食課〉

子どもたちが望ましい食生活の習慣を身につけら
れるよう、家庭や地域、学校が連携して食育に取
り組む関係づくりを進めるため、保護者や市民団
体などによる学校給食センター施設見学会や試食
会を積極的に受け入れていきます。

５
連携

子育て支援センター機能
の充実
〈子育て支援課〉

子育てに関する様々なニーズに対応するため、子
育て支援センターが、家庭児童相談室＊や少年愛
護センターと連携して関係機関や団体などとのネ
ットワークづくりを進めるとともに、子育て相談
や情報発信を始めとするセンター機能を充実しま
す。

47

第
３
章

第３章　施策の展開

基
本
目
標
４　
施
策
④



施策⑤  スポーツ環境の整備
　体育施設は、人々がスポーツに親しみ、心身の健康の保持・増進や活力に満ちた
暮らしを実現するための場所であることから、有効に活用されることが望まれます。
　また、老朽化した体育施設については、施設総量の適正化＊を踏まえた改修や長
寿命化＊に加え、防災拠点としての安全性に配慮した維持管理が一層重要となって
います。
　多くの市民が安心してスポーツやレクリエーション活動に親しめるよう、スポー
ツ環境の整備を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 体育施設の整備
〈スポーツ課〉

誰もが安心して安全に利用でき、人と人との交流
を育めるような体育施設とするため、利用案内や
予約受付の充実などにより利便性を高めます。ま
た、施設の老朽化への対応として、施設総量の適
正化を踏まえた予防保全＊や改修、長寿命化を計
画的に進めるとともに、防災拠点としての安全性
の確保に取り組みます。

２
体育施設の適正な管理運
営
〈スポーツ課〉

利用者のニーズを踏まえ、満足度の高い体育施設
とするため、指定管理者による様々な自主事業の
開催を促すとともに、大会などの優先予約や合宿
誘致により施設の有効利用を図り、適正な管理運
営を行います。

３ 学校体育施設の開放推進
〈スポーツ課〉

市民がスポーツに親しみやすい環境づくりを進め
るため、小中学校の体育施設を地域住民のスポー
ツ活動の場として開放するとともに、ニーズを踏
まえた適正な環境整備に取り組みます。

第
３
章

48

基
本
目
標
４　
施
策
⑤



施策⑥  生涯学習環境の整備
　生涯学習施設は、講座などを通じた学びの場であるとともに、仲間づくりの場
や学びを生かした地域活動の拠点でもあることから、人々に親しまれ、有効に活
用されることが望まれます。
　また、高度化・細分化した学習ニーズへ対応するため、大学などの高等教育機
関との連携・協働が求められています。
　多くの市民が身近な場所で、内容の充実した生涯学習に親しめるよう、生涯学
習環境の整備を進めていきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１ 生涯学習施設の活用
〈生涯学習課〉

生涯学習施設の有効活用を図るため、プリオ生涯
学習会館を核とする情報共有や連携、協力体制を
強化し、生涯学習施設のネットワーク化を進めま
す。また、生涯学習会館や公民館について、適正
配置を踏まえた管理や活用を検討します。

２ 高等教育機関との連携
〈生涯学習課〉

とよかわオープンカレッジ＊の特別講座の内容を充
実するため、大学教授などを講師とする専門講座
を継続して開催するとともに、高等学校などとの
連携についても検討します。
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施策⑦  読書環境の充実
　図書館は、子どもが調べ学習などを通じて学習意欲を向上し、主体的に問題解
決に取り組む姿勢を身につける貴重な場所であり、積極的に活用されることが望
まれます。
　また、人々の自主的な学習の場であり、地域文化活動を支援する「知と情報の
拠点」である図書館施設については、時代の流れを踏まえた利便性の向上が期待
されています。
　多くの市民が気軽に本を手に取り、進んで読書に親しめるよう、図書館を拠点
とする読書環境を充実していきます。

No. 主な取組
〈担当課等〉 内容

１
図書館と学校などとの連
携強化の推進
〈中央図書館〉

図書館の有効活用や学校との連携強化を進めるた
め、図書館司書と学校司書が連携し、テーマに応
じた図書の学校配送を行います。また、中学生や
高校生を対象として、図書館や読書への関心を高
めるため、図書館の業務を実際に経験できる職場
体験学習の受入れを行います。

２ 図書館施設などの整備
〈中央図書館〉

安全で快適な読書環境を整備するため、老朽化し
ている施設や設備の改修を計画的に進めるととも
に、小坂井エリア公共施設再編整備＊に向けた動
きの中で、小坂井図書館の複合化などについて検
討・調整を進めます。また、自動貸出機やＩＣ
タグ＊など、新しい機器や技術に関する調査研究
を行います。
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１　計画の進行管理

　本計画の実効性を確保するためには、各施策の取組の状況や成果を点検・評価し、
次なる取組に生かしていくことが重要です。
　計画の進行管理として、計画（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）→点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）
→改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルにより、点検・評価の結果と改善すべき内
容を反映しながら、各施策の取組を進めていきます。
　点検・評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定
に基づく「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価」として毎年度実施
します。
　また、関係する数値を捉えた目標指標を施策ごとに設定し、計画期間前の実績値を
基準としながら、計画期間の最終段階における目標値を定めます。この目標値に対す
る達成度を点検・評価における一つの参考として改善に生かしながら、各施策の効果
を高めていくことを目指します。
（各施策の目標指標については、52～56ページの「目標指標一覧」をご覧ください。）

２　情報の発信と収集

　計画の推進にあたっては、家庭や地域、学校、行政の連携を強めていくため、本市
が目指す教育の方向性や施策の内容などを、ホームページなどの活用により分かりや
すく情報発信していきます。
　また、変化を続ける社会情勢の中で、教育に関する市民のニーズはさらに多様化し
ていくことが想定されることから、引き続き、市民意識調査や各種アンケート調査な
どにより市民や児童生徒の意識、実態を把握するとともに、教育全般にわたる最新の
情報を収集し、柔軟な発想により新たな課題にも対応しながら、豊川の人づくりを進
めていきます。
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＜目標指標一覧＞

■ 目標指標の内容
・各種アンケートや事業などに関係する数値を目標指標としています。
・数値を捉える年次は、その種類によって異なります。
　　　例①「平成●年値」………アンケートの数値を捉える場合
　　　例②「平成●年度値」……４月から翌年３月までの数値を合計する場合

■ 現状値と目標値
・現状値は、本計画の策定時点（平成28年度）で把握できる最新の実績値を捉えて

います。
・目標値は、本計画期間の最終年度（平成33年度）に把握できる数値とし、過去の

実績や上位計画の目標値などを参考に設定しています。
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基本目標１　豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します
施策 目標指標の内容 現状値 目標値

①家庭教育・
子育ての支
援（P21）

「子どもを生み、育てる環境」市民満足度
　市民意識調査の「子どもを生み、育てる環境」に関する満足
の程度の問いについて、「満足」「まあ満足」と答えた人の割
合。子どもを生み、育てる環境に満足している市民が増えるこ
とを目指す指標です。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

44.0％ 53.0％

②道徳教育の
充実（P23）

③人権教育の
推進（P24）

④いじめ・不
登校などへ
の対応（P25）

⑤学校におけ
る体験活動
の充実（P26）

学校生活が楽しく充実していたと自己評価した児童生徒の割
合
　小学校５年生と中学校２年生を対象とする調査で、児童生徒
が「生活面」について５段階で自己評価し、総合評価で４以上
とした児童生徒の割合。学校生活が楽しく充実している児童生
徒が増えることを目指す指標です。

〔学校教育課アンケートより〕

平成27年値 平成33年値

64.2％ 72.0％

⑥読書活動の
推進（P27）

「読書好き」な子どもの割合
　小学校４～６年生と中学校全学年、高校全学年を対象とする
調査で、「とても好き」「好き」と答えた児童生徒の割合。読
書が好きな子どもが増えることを目指す指標です。

〔中央図書館アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

57.7％ 62.7％

⑦子どもの体
づくりの推
進（P28）

運動が好きな児童生徒の割合
　小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン
ケート調査の「運動をすることが好きですか」の問いについて、「好き」

「どちらかといえば好き」と答えた児童生徒の割合。運動が好きな
児童生徒が増えることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

小
学 67.9％ 70.4％

中
学 64.6％ 67.1％

朝食を食べない児童生徒の割合
　小学校５年生と中学校２年生を対象とする食事と生活に関するア
ンケート調査の「朝食を食べているか」の問いについて、「食べない」

「あまり食べない」と答えた児童生徒の割合。全ての児童生徒が朝
食を食べていることを目指す指標です。　

〔学校給食課アンケートより〕

平成28年値 平成33年値

小
学 ２.６％ 0.0％

中
学 ４.５％ 0.0％

⑧文化遺産の
継承と新た
な文化の創
造（P29）

文化財保護の推進に満足している市民の割合
　市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「文化
財保護の推進（地域の伝統継承事業の支援など）」に関する満
足の程度の問いについて、「満足」「どちらかといえば満足」
と答えた人の割合。文化財保護の取組に満足している市民が増
えることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

32.5％ 35.0％
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基本目標２　社会の変化に応える確かな学力を育成します
施策 目標指標の内容 現状値 目標値

①楽しくわか
る授業の実
践（P30）

学習に意欲的に取り組んだと自己評価した児童生徒の割合
　小学校５年生と中学校２年生を対象とする調査で、児童生徒が「学
習面」について５段階で自己評価し、総合評価で４以上とした児童生
徒の割合。学習に意欲的に取り組める児童生徒が増えることを目指
す指標です。

〔学校教育課アンケートより〕

平成27年値 平成33年値

50.9％ 59.0％

②英語教育の
推進（P31）

外国語（英語ほか）を好きな児童生徒の割合
　小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン
ケート調査の「好きな教科」に関する問いについて、「外国語（英語ほ
か）」を選んだ児童生徒の割合。英語に興味を持つ児童生徒が増え
ることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

小
6 31.8％ 34.3％

中
2 20.6％ 23.1％

③理数教育の
推進（P32）

理科、算数（数学）を好きな児童生徒の割合
　小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン
ケート調査の「好きな教科」に関する問いについて、「理科」「算数（数
学）」を選んだ児童生徒の割合。理数教科に興味を持つ児童生徒が
増えることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値
理科

小
6 37.7％ 40.2％
中
2 38.5％ 41.0％

算数（数学）
小
6 40.0％ 42.5％
中
2 22.5％ 25.0％

④情報教育の
充実（P33）

コンピュータ等の情報通信技術を活用した学習指導を実施する
学校の割合
　全国学力・学習状況調査の学校質問紙の「コンピュータ等の情
報通信技術を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導
を行いましたか」の問いについて、「よく行った」「どちらかと言え
ば行った」を選んだ小中学校の割合。小中学校の授業でコンピュ
ータ等が有効活用されることを目指す指標です。

〔全国学力・学習状況調査より〕

平成27年度値 平成32年度値

小
学 50.0％ 70.0％

中
学 50.0％ 70.0％

⑤環境教育・
ＥＳＤの推
進（P34）

ＥＳＤの視点に立った学習活動に取り組む学校の割合
　社会科や理科などの学習において、ＥＳＤ＊の視点を取り入れた学
習活動を行った小中学校の割合。小中学校でＥＳＤが積極的に推進
されることを目指す指標です。

〔学校教育課調査より〕

平成27年度値 平成32年度値
小
学 46.2％ 66.2％

中
学 40.0％ 60.0％

⑥日本語指導
が必要な児
童生徒への
教育の充実
（P35）

日本語指導助手の人数
　小中学校において、日本語指導が必要な児童生徒の日本語指導
や教科指導の補助などを行う日本語指導助手の数。日本語指導が
必要な児童生徒の学習を支えていくことを目指す指標です。

〔学校教育課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

１０人 １０人

⑦配慮が必要
な児童生徒
への対応の
充実（P36）

学級運営支援員の人数
　小中学校において、安定した学級運営を支えるために配置する学
級運営支援員＊の数。個別の支援を必要とする児童生徒の学校生活
を支えていくことを目指す指標です。

〔学校教育課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

５３人 64人

⑧進路指導の
充実（P37）

将来つきたい職業がある児童生徒の割合
　小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン
ケート調査の「将来つきたい職業」に関する問いについて、つきたい
職業が「ある」「何となくある」と答えた児童生徒の割合。将来つきた
い職業がある児童生徒を増やすことを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

小
6 84.3％ 86.8％

中
2 74.2％ 76.7％

⑨教職員のさ
らなる資質
の向上（P38）

各種研修に参加した教職員数
　経験年数や課題、希望に応じて指導力、授業力、使命感などを高
める各種研修に参加した教職員の人数。教職員の指導力などの向
上を支えていくことを目指す指標です。

〔学校教育課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

約1,100人 約1,200人
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基本目標３　豊かな人生を自らが築く生涯学習社会を確立します
施策 目標指標の内容 現状値 目標値

①生涯学習の
振興（P39）

生涯学習活動を行っている市民の割合
　市民意識調査で何らかの生涯学習活動を行っていると答えた
人の割合。生涯学習に親しむ市民が増えることを目指す指標で
す。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

60.5％ 63.0％

プラネタリウムの入場者数
　ジオスペース館のプラネタリウムに入場した年間延べ人数。ジ
オスペース館が多くの人に親しまれることを目指す指標です。

〔中央図書館実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

10,829人 11,840人

②生涯の健康
を支える力
の育成（P40）

定期的な健康診断を受け、健康管理に努めている市民の割合
　市民意識調査の「健康維持や増進のための心掛け」に関する問
いについて、「定期的な健康診断を受け、健康管理に努めている」
と答えた人の割合。身体を大切にし、健康づくりを実践する市民
が増えることを目指す指標です。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

46.9％ 48.0％

③生涯スポー
ツの振興
（P41）

週1日以上スポーツや運動をしている市民の割合
　市民意識調査の「スポーツや運動の頻度」について、「毎
日」「週３～４日程度」「週１～２日程度」と答えた人の割
合。スポーツを楽しむ市民が増えることを目指す指標です。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

41.6％ 54.0％

④図書館サー
ビスの充実
（P42）

市民1人当たりの図書等貸出冊数
　年間の図書等貸出冊数を10月１日現在の推計人口で割って算
出した冊数。読書に親しむ市民が増えることを目指す指標です。

〔中央図書館実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

7.0冊 10.0冊

基本目標４　魅力ある教育環境づくりを進めます
施策 目標指標の内容 現状値 目標値

①児童生徒の
安全・安心
の確保（P43）

児童生徒の安全・安心の確保に満足している市民の割合
　市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「児童
生徒の安全・安心の確保」に関する満足の程度の問いについ
て、「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合。小
中学校における安全・安心の確保の取組に満足している市民が
増えることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

47.0％ 49.5％

給食の残食率
　全小中学校を対象に実施している調査で、提供したおかずの
全体量に対する残食の割合。学校給食を安心して残さず食べら
れる児童生徒が増えることを目指す指標です。

〔学校給食課実績より〕

平成27年値 平成32年値

２.5％ ２.３％

②開かれた学
校づくりを
目指す教育
活動（P45）

「学校とかかわりを持っていきたい」と思っている市民の割合
　市民意識調査で「学校とのかかわり」について、「積極的にかかわ
りを持っていきたい」「どちらかといえばかかわりを持っていきたい」
と答えた人の割合。学校とかかわりを持っていきたいと思う市民が
増えることを目指す指標です。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

53.9％ 56.0％

学校サポーター登録者数
　小中学校の草刈や施設修繕、総合学習、部活動指導などをボ
ランティアで支援する学校サポーター＊の登録者数。学校の活動
を支える市民が増えることを目指す指標です。

〔庶務課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

576人 600人

第
４
章

55

第４章　計画推進のために



施策 目標指標の内容 現状値 目標値

③学校教育環
境の整備
（P46）

学校教育環境などの整備・充実に満足している市民の割合
　市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「学校
教育環境などの整備・充実」に関する満足の程度の問いについ
て、「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合。学
校教育環境などの整備・充実の取組に満足している市民が増え
ることを目指す指標です。

〔庶務課アンケートより〕

平成27年値 平成32年値

28.5％ 31.0％

学校トイレの洋式化率と普通教室の空調設備整備率
　小中学校校舎において、洋式化されたトイレの割合と、空調
設備が整備された普通教室の割合。児童生徒の学校生活環境を
充実していくことを目指す目標です。

 〔庶務課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値
トイレ洋式化率

32.3％ 70.0％

空調設備整備率

0.0％ 100.0％

④地域教育力
の向上支援
（P47）

「青少年の育成・支援」市民満足度
　市民意識調査の「青少年の育成・支援」に関する満足の程度
の問いについて、「満足」「まあ満足」と答えた人の割合。青
少年健全育成の取組に満足している市民が増えることを目指す
指標です。

〔豊川市市民意識調査より〕

平成27年値 平成33年値

28.1％ 34.0％

少年愛護センターにおける相談支援件数
　少年愛護センターにおける一般相談件数と心理相談件数の合
計。子どもや若者の生き生きとした成長を支えていくことを目
指す指標です。

〔生涯学習課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

321件 350件

⑤スポーツ環
境の整備
（P48）

体育施設の利用者数
　市体育施設の年間延べ利用者数。市体育施設が多くの人に有
効活用されることを目指す指標です。

〔スポーツ課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

1,340,950人 1,390,000人

学校体育施設開放の利用者数
　小中学校の体育施設開放における年間延べ利用者数。学校体
育施設が多くの市民に有効活用されることを目指す指標です。

〔スポーツ課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

405,864人 430,000人

⑥生涯学習環
境の整備
（P49）

生涯学習会館の利用者数
　市内５館の年間延べ利用者数。生涯学習会館が多くの市民に
有効活用されることを目指す指標です。

〔生涯学習課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

151,446人 155,000人

公民館の利用者数
　市内４館の年間延べ利用者数。公民館が多くの市民に有効活
用されることを目指す指標です。

〔生涯学習課実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

87,999人 90,000人

⑦読書環境の
充実（P50）

図書館の来館者数
　図書館の年間延べ来館者数。図書館が多くの市民に有効活用
されることを目指す指標です。

〔中央図書館実績より〕

平成27年度値 平成32年度値

637,974人 650,000人
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１　豊川市教育振興基本計画策定委員会
（１）要綱

豊川市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
　（設置）
第１条　豊川市教育委員会は、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項の規定に基づ

き、豊川市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため、豊川市教育振興基
本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（所掌事項）
第２条　委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
（１）基本計画の策定に関すること。
（２）その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は、委員14名以内をもって組織する。
２　委員は、別表に掲げる団体の推薦を受けた者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱す

る。
　（委員長及び副委員長）
第４条　委員会に、委員長及び副委員長を各１人置く。
２　委員長は、委員の互選により定める。
３　副委員長は、委員長が指名する。
４　委員長は、会務を総理し、委員会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。
５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。
　（任期）
第５条　委員の任期は、委嘱の日から委員会の基本計画の策定が完了した日までとする。ただし、

欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　（委員会）
第６条　委員会は、委員長が招集する。
２　委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
３　会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによ

るものとする。
４　委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を

求めることができる。
　（作業部会）
第７条　委員会に、教育の振興のための施策に関する特定の事項を調査研究させるため、作業部会

を置くことができる。
２　作業部会は、教育委員会事務局に置く部長級職員、次長級職員及び課長級職員をもって構成す

る。
３　作業部会は、必要があると認めるときは、作業部会の構成員以外の者を作業部会に出席させ、

その意見又は説明を求めることができる。
　（庶務）
第８条　委員会及び作業部会に関する庶務は、教育委員会庶務課において処理する。
　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年４月12日から施行する。
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（２）策定委員会委員名簿
◎委員長　○副委員長　（敬称略）

委員選出区分 氏　名 備　考（選出区分役職）

豊川市内高等学校 恩田　やす恵 愛知県立国府高等学校長

豊川市小中学校長会 出口　修 豊川市立御津南部小学校長

豊川市小中学校長会 鈴村　富士子 豊川市立音羽中学校長

豊川市幼児教育研究協議会 石田　範子 会長

豊川市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 邑上　典子 女性部長

豊川市連区長会 宇野　延彦 副会長

豊川市社会教育審議会 伊奈　克美 副会長

豊川市文化財保護審議会 ◎片山　洋 会長

豊川市体育協会 ○渡邉　美智 豊川市グラウンド・ゴルフ協会会長

豊川市中央図書館協議会 鈴木　定夫 会長

豊川市障害者（児）団体連絡協議会 大髙　博嗣 会長

その他学識経験者 中島　 剛 豊橋創造大学短期大学部教授
（点検評価委員）

その他学識経験者 梅村　賀代子 元市民と行政の協働推進委員
（点検評価委員）

その他学識経験者 村松　あさ子 元公立学校長 
（点検評価委員）

　 （14名） 　

※この名簿は、豊川市教育振興基本計画策定委員会設置要綱第３条第２項で定める別表の代わりに
掲載するものです。

（３）作業部会名簿
所　属 補　職

教育委員会 教育部長

教育委員会　庶務課 次長（兼課長）

教育委員会　学校教育課 次長（兼課長）

教育委員会　学校教育課 主幹

教育委員会　生涯学習課 課長

教育委員会　スポーツ課 課長

教育委員会　学校給食課 課長

教育委員会　中央図書館 次長（館長）

教育委員会　中央図書館 主幹
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２　計画の策定経過

年月日 会議等 内容
平成27年

８月21日
第１回豊川市教育振興基本計画
策定事前調査委員会 アンケート調査項目について検討

  11月24日 第２回豊川市教育振興基本計画
策定事前調査委員会 アンケート調査用紙について検討

  12月14日
      ～28日

教育振興に関するアンケート調
査

一般市民（2,000人）と児童生徒（1,165
人）を対象にアンケート調査を実施

平成28年
　４月12日

豊川市教育振興基本計画策定委員会設置要
綱の制定

　５月20日 第１回作業部会 策定スケジュール
計画の方向性

　６月21日 第２回作業部会 計画の骨子（案）

　６月28日 第１回策定委員会 策定スケジュール
計画の骨子（案）

　７月25日 教育委員会定例会 策定状況報告

　８月２日 第３回作業部会 計画（案）（第１章～第２章）

　８月23日 教育委員会定例会 策定状況報告

　８月25日 第２回策定委員会 計画（案）（第１章～第２章）

　９月20日 第４回作業部会 計画（案）（第１章～第４章）

　９月28日 教育委員会定例会 策定状況報告

　９月29日 第３回策定委員会 計画（案）（第１章～第４章）

  10月12日 総合教育会議 計画策定について

  10月18日
教育委員会定例会 策定状況報告

第５回作業部会 パブリックコメント用計画（案）

  11月２日 第４回策定委員会 パブリックコメント用計画（案）

  11月25日 教育委員会定例会 策定状況報告

  12月15日 市議会報告（市民文教委員会） パブリックコメント用計画（案）

  12月20日～
（１ヶ月間） パブリックコメント実施 意見募集

平成29年
　２月７日 第６回作業部会 パブリックコメント意見集約

計画（最終案）

　２月16日 第５回策定委員会 計画（最終案）

　２月20日 教育委員会定例会 計画（最終案）議決

　３月 計画公表 市議会、関係者等へ配布・公表
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３　用語解説
あ行  

ＩＣタグ（P50）
　図書館などで、図書などの資料を個別に管理するために各資料に貼付する電子的な荷札
です。電波などにより遠隔読取が可能なため、読取装置に資料を直接かざす必要がなく、
カバーなどで隔てられた場所や離れた位置からでも、一度に複数冊の情報の読み取りが可
能です。短時間での図書の貸出などが可能となり、受付カウンターの混雑解消が期待でき
ます。また、一冊ずつ読み取らないため、書名などを確認することがなく、利用者のプラ
イバシーへの配慮としても効果があります。

ＩＣＴ（P９、P33、P42、P46）
　Information and Communication Technologyの略で、情報・通信に関する技術の総
称です。

アウトリーチ事業（P26）
　文化、芸術に接する機会や関心がない人にも興味を持っていただくため、アーティスト
が様々な場所に出向き、演奏や表現活動を行う事業です。

ＥＳＤ（P34、P54）
　Education for Sustainable Developmentの略で、「持続可能な開発のための教育」
と訳されています。環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を自ら
の問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につなが
る新たな価値観や行動を生み出し、それによって持続可能な社会を創造していくことを目
指す学習や活動のことで、文部科学省が推進するものです。　

いじめ相談窓口（P25）
　学校教育課の職員が対応するいじめに関する電話相談窓口です。（対応時間：平日の８
時30分から17時15分まで）

イングリッシュ・デイキャンプ（P７、P31）
　市内の小学校５年生から中学校３年生までの児童生徒を対象に、英語や異文化に対する
興味・関心を高めるため、ＡＥＴ（英語指導助手）やボランティアスタッフらとともに英
語で数日間（日帰り）を過ごす体験活動のことです。

インクルーシブ教育システム（P36）
　障害の有無にかかわらず、全ての子どもがともに学ぶ仕組みのことです。

インターカムシステム（P43）
　一般的には、移動しているスタッフへの一斉指令が必要な業務で使用される構内電話の
ことを言います。本市の小中学校においては、児童生徒の安全を守る設備とするため、職
員室と各教室の電話を放送設備に接続させ、緊急時の校内一斉放送をできるようにしてい
ます。

「うち読」ノート（P27）
　家庭内で子どもと保護者が同じ本を読み、それぞれが読んだ本についての感想を話し合
うなど、日常生活の中に読書の習慣を組み込むことで、家（うち）の中でのコミュニケー
ションを図る運動を「うち読」と呼びます。「うち読」ノートは、このコミュニケーショ
ンを楽しく円滑に行えるように、家庭内での読書ルールや読んだ本の感想メモなどを記入
できるノートです。

栄養教諭（P28）
　教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せ持つ教職員として配置されるもので、学
校給食を生きた教材として活用し、効果的な指導を行うことが期待されています。子ども
の食生活の乱れを背景に、国が平成17年度から制度化したものです。
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ＡＥＴ（英語指導助手）（P31）
　Assistant English Teacherの略で、英語指導助手のことです。ＡＥＴは、担当教員の指
導のもと、英語の授業の補助を行います。　

エコチャレンジ・カレンダー（P34）
　子どもたちが毎日の生活の中で自分にできる環境にやさしい活動を知り、目標を立てて
行動できるよう、本市の環境部環境課が作成するカレンダーです。主に市内の小学校５年
生を対象に配布し、小学校における環境学習などに生かされています。

か行  
学級運営支援員（P36、P54）

　集団での学校生活が苦手な児童生徒が授業に適応できるような支援を行う教職員のこと
です。

学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク（P43）
　幼児や児童生徒の安全確保に向けた不審者情報等の共有を目的として、愛知県教育委員
会の主導により構築された情報伝達の体制のことです。警察署や教育委員会などが連携
し、学校や幼稚園、保育園、地域住民などに対して、安全確保に必要な情報を広域的かつ
迅速に伝達する取組を推進しています。

学校サポーター（P45、P55）
　小中学校で教育活動の支援をしていただくボランティアのことで、保護者や地域の方に
登録していただいています。

学校の日（P23、P45）
　地域や家庭と連携した教育活動を実施するため、教科や道徳の授業、学級活動を公開し
たり、各小中学校で特色ある活動を行ったりする日のことです。学期ごとに開催してお
り、１学期と３学期は全小中学校が同じ日に一斉開催しています。

学校保健委員会（P28、P40）
　心身ともに健康な児童生徒を育成するため、小中学校における健康課題を研究協議し、
健康づくりの推進や実践化をめざす組織です。構成員は、校長、関係教職員を始め、保護
者や地域の保健関係者、児童生徒など、学校や地域の実情に応じて決められています。　

家庭児童相談室（P47）
　家庭における適正な児童養育、その他家庭での児童福祉の向上を図るため、家庭児童相
談員が、主に小中学生とその保護者を中心に相談や援助を行う窓口です。本市では、子育
て支援センター内に併設されています。

キャリア教育（P37）
　児童生徒の社会的、職業的自立に向けて、必要な能力や態度を育てることを通して、自
らのめざす姿の実現を促す教育のことです。

校務支援システム（P46）
　学校運営事務の効率化を図るため、児童生徒の名簿や成績の管理など、様々な校務に関
する情報処理を電算化により効率的に行うシステムです。本市では、平成28年度に豊橋
市、蒲郡市、田原市と共同で導入し、平成29年度からの本格運用を予定しています。

小坂井エリア公共施設再編整備（P50）
　本市における公共施設の適正配置を先導する事業として進めるものです。小坂井エリア
には、老朽化した支所や学校などの公共施設が数多く立地していることから、その再編に
ついて検討しています。

子ども・子育て関連３法（P７）
　平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子

資
料
編

62



ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律」の三つの法律を合わせた呼び名です。

子どもセンター事業（P21、P47）
　「親子ふれあい工房」や「子どもものづくり教室」といった親子・子ども向け工作教室
などを開催する事業です。様々な体験活動などの情報提供を行う情報誌「ポップコーン」
の発行も行っています。

さ行  
サマースクール（P30）

　夏休み期間中の小中学校において、児童生徒の主体的な学習を支援するため、宿題や自
主学習、水泳特訓などの指導を行うものです。正式名称は「学びとふれあい子ども教室」
です。参加は自由で、学習指導は、教職員と将来教員を目指す大学生などが行っていま
す。

施設総量の適正化（P19、P46、P48）
　人口減少や少子高齢化の進行を見据え、様々な公共施設の現状を評価し、持続可能な公
共施設の全体量を明確にしたうえで、余剰施設の統廃合や用途変更などを計画的に進め、
適正な規模を目指す取組のことです。

社会教育関係団体（P39）
　子ども会、ＰＴＡ、青年団などの社会教育に関する活動を行う団体のことです。

ジュニアリーダー（P39）
　子ども会で活動している中学生、高校生のボランティアで、イベントや行事を自ら企画
運営し、小学生などにレクリエーションの実技指導などを行っています。

生涯学習まるごとナビ（P39）
　生涯学習課や生涯学習関連団体の組織構成・事業内容などをコンパクトにまとめ、子ど
も会、ＰＴＡ、各校区青少年健全育成推進協議会などの生涯学習関連団体相互の情報共有
のために毎年作成する冊子の名称です。

障害者差別解消法（P24）
　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で、平成25年６月に成立し、平成28
年４月に施行されたものです。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする
差別の解消を推進することを目的としています。

人権週間（P24）
　昭和23年12月10日の国連総会で、「世界人権宣言」が採択され、国連はこれを記念し
て12月10日を「人権デー」としています。国内では、12月４日から人権デーまでの1週間
を「人権週間」として、全国的な啓発活動が行われています。

スポーツ少年団（P28、P41）
　様々なスポーツを通じて、青少年の健全育成を目的とする社会教育関係団体のことで
す。

スポーツ推進委員（P41）
　スポーツ基本法に基づき、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整や住民に
対するスポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導、助言を行う非常勤の公務員の
ことで、各市町村が地域住民に委嘱しています。

スマートフォン（P４、P33）
　パーソナルコンピュータ並みの機能をもたせた携帯電話の総称です。略してスマホと呼
ばれています。
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青少年育成市民会議（P47）
　豊川市青少年問題協議会で調整した施策を推進し、青少年の健全育成と非行防止活動を
活性化し、相互間の連絡調整を図ることを目的に設置する組織で、各校区の青少年健全育
成推進協議会の上部組織として位置づけています。

青少年健全育成推進協議会（P21、P47）
　市内26小学校区全てに設置されている青少年の健全育成推進に関する協議会で、校区内
の町内や各種団体役員、少年指導委員、学校・保育園関係者などで構成されます。各校区
において、登下校時のあいさつ運動や非行防止のパトロールを行っているほか、家庭教育
や青少年健全育成に関する講演会やイベントの実施、各種啓発活動を行っています。

性的少数者（P24）
　同性愛者や両性愛者、体の性と心の性が一致しないことに違和感を覚えている性同一性
障害者など、性的に少数の立場にある人の総称です。

成年後見制度（P24）
　判断能力の不十分な成年者を保護するため、一定の要件を満たす場合に、本人の行為能
力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助け
る者を選任する制度のことです。

総合型地域スポーツクラブ（P28、P41）
　文部科学省が推進するスポーツ振興施策の一つで、幅広い世代の人々が、各自の興味関
心、競技レベルに合わせて、様々なスポーツに触れる機会を提供する、会員制地域密着型
のスポーツクラブのことです。

た行  
体育協会（P41）

　体育・スポーツの普及・発展を図り、住民の体力や技術の向上を目的とした社会教育関
係団体のことです。

確かな学力（P15、P16、P18、P30）
　知識や技能に加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行
動し、よりよく問題解決する資質や能力などを含めた学力の概念です。

地域コミュニティ（P45）
　居住地域を同じくし、利害をともにする共同社会、地域社会のことです。

長寿命化（P19、P44、P46、P48）
　公共施設などを計画的に改修することで、建物の構造体の劣化が進むのを遅らせ、より
長期間にわたって使用できるようにすることです。

ティームティーチング（P30、P36）
　複数の教職員が役割を分担し、協力し合いながら学級あるいは小集団を指導する方式の
ことです。

適応指導教室（P25）
　不登校の小中学生に対して、集団生活への適応や基礎学力の補充等のための相談・指導
を行い、学校への復帰を支援する教室のことで、市町村が設置するものです。児童生徒
は、小中学校に在籍したままこの教室に通うことができます。

電子書籍（P42）
　書籍などの情報を紙などへの印刷の替わりにデジタル化し、パソコンやスマートフォン
などの電子機器の画面に表示することで、閲覧できるようにしたものです。

電子図書館サービス（P42）
　電子図書館は、音声読み上げや文字の拡大、白黒反転などが可能な電子書籍を読むこと
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ができるインターネット上の図書館です。電子図書館を利用することで、ケガや病気の
方を始め、障害者や高齢者、妊産婦の方など、図書館に来館することが困難なあらゆる方
が、自宅や療養先からでも、スマートフォンなどを利用して気軽に読書をすることができ
ます。

特別支援教育コーディネーター（P36）
　特別な支援を必要とする児童生徒への支援を充実するため、学校内の関係者や関係機
関、保護者との連絡・調整を行う教職員のことです。

特別支援教育支援員（P36）
　特別な支援を必要とする児童生徒の事故防止や移動時、給食時、排泄時の介助などに関
する支援を行う臨時職員のことです。

とよかわオープンカレッジ（P21、P39、P49）
　知識や特技など自分の得意なことを教えたい人が講師となり、学びたい人が受講する学
習者同士のつながりによって育まれる市民の学びの場です。講座は、18歳以上（高校生を
除く）の市民が対象で、原則10人以上の申し込みがあれば開講され、半年間で5回または
10回の講座が開かれます。運営は、一般社団法人とよかわオープンカレッジが行っていま
す。

豊川海軍工廠（P29）
　海軍兵器の生産を目的として、昭和14年に宝飯郡豊川町、牛久保町、八幡村にまたがっ
て開庁しました。機銃や機銃の弾丸、双眼鏡などを生産し、機銃の生産については日本最
大の規模で、東洋一の兵器工場ともいわれましたが、昭和20年８月７日の米軍Ｂ29爆撃機
などによる空襲で壊滅的な被害を受け、2,500名以上の人々が犠牲となりました。

豊川市教育支援委員会（P36）
　障害のある児童生徒の適正な教育支援を行うため、実態の把握や特別支援学校への適正
な就学、特別支援学級への適正な入級などについて検討を行う組織です。小中学校の校長
や教諭、児童相談所や社会福祉事務所、保健所、保育園、幼稚園の職員などで構成してい
ます。

豊川市子ども・若者支援地域協議会（P47）
　平成27年４月に設置した協議会で、不登校やニート、ひきこもりといった社会生活を送
る上での悩みや課題を抱える青少年の支援のため、少年愛護センターを中心として関係機
関との連携、機能強化を図る組織です。

豊川市小中学校人権教育研究会（P24）
　小中学校における人権教育の推進や充実のため、平成22年４月に発足した組織です。市
内全小中学校の教職員が会員となり、総会や推進委員会を通して実践内容の紹介やよりよ
い実践に向けての情報交換を行っています。

豊川市不登校対策委員会（P25）
　不登校の早期対応とその解決を図ることを目的とし、市内各小中学校の担当教職員や市
内適応指導教室（さくらんぼ）担当者、心理教育相談室（ゆずりは）担当者によって構成
する組織です。

豊川少年少女発明クラブ（P32）
　子どもたちの自由な発想を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、創造力豊かな人
間形成を図ることを目的としたクラブです。本市においては、豊川商工会議所内に事務局
があります。

豊川の授業 16のポイント（P38）
　わかる授業や楽しい授業の実践に必要な基礎・基本を16の項目でまとめたリーフレット
で、教職員の授業力向上のために学校教育課が平成27年度に作成したものです。各小中学
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校における職場内研修などに活用しています。

な行  
日本語教育適応学級（P35）

　日本語指導が必要な児童生徒に対して、生活面の適応、日本語学習、教科学習などの指
導や支援を行う学級です。日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍している学校に設置し
ています。　

ネイティブ（P31）
　言語を母国語として話す人のことで、ネイティブ・スピーカーとも言います。「ネイ
ティブな英語」とは、「母国語として英語を話す人と同じような英語」という意味で用い
ています。

は行  
ハートフル相談員（P25）

　児童生徒や保護者、教職員などの心理相談や発達相談を行うカウンセラーです。
飛散防止フィルム（P43）

　地震などで割れた窓ガラス等の破片が飛び散らないようにするため、窓ガラス等に貼り
付けるフィルムです。

ファミリー・サポート・センター（P22）
　育児の援助をして欲しい人を依頼会員とし、育児の援助をしたい人を援助会員とし、ど
ちらも希望する人を両方会員として登録し、互いを結びつける調整を行うことで、市民の
助け合いによる援助活動を支援する組織です。子育て支援課の組織「豊川市子育て支援セ
ンター」内に窓口を設置しています。

ブーフーウー教室（P22）
　保育園・幼稚園へ年少児として次年度入園を予定する幼児とその親を対象とし、豊川市
子育て支援センターが市内各所で開催する教室です。子育て中の親が、親子遊びを通して
子どもへの接し方の実践を体験したり、親同士が交流したりする場を提供することを目的
としています。　

不登校小中連携シート（P25）
　小学生が中学校へ進学する際に直面する、いわゆる中１ギャップを主な原因とする不登
校の未然防止や早期対応を目的とし、小学校が作成して中学校との連携に使うシートで
す。　

放課後子ども教室（P28、P47）
　放課後や週末に児童の居場所をつくるため、学校や公民館などを活用し、地域住民の協
力によって、文化活動やスポーツができるようにする取組のことで、文部科学省が推進す
るものです。

放課後児童クラブ（P22）
　仕事などにより保護者が昼間家庭にいない児童に対し、小学校の授業終了後に校舎や児
童館などを利用して適切な遊びや生活の場を提供して、その健全な育成を図るもので、厚
生労働省などが推進するものです。

ま行  
まなびネットとよかわ（P39）

　豊川市が提供する生涯学習情報サイトで、豊川市教育委員会生涯学習課が主催する「地
域生涯学習講座」や「放課後子ども教室」、同課が共催する「とよかわオープンカレッ
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ジ」の講座の情報を一元的に提供し、市民の生涯学習活動を支援しています。

や行  
ゆずりは（P25）

　不登校や障害などにより支援が必要な５歳児（年中児）から中学校３年生までの子ども
と、その保護者を対象に、臨床心理士が心理相談や発達相談を行う心理教育相談室の名称
です。勤労福祉会館に本室、音羽庁舎と小坂井庁舎に分室を設置しています。

予防保全（P44、P48）
　施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物や設備の異状の有無や兆候を事前に
把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による停止や事故を防ぎ、建築物を適切
に保全する方法のことです。
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① 家庭教育・子育ての支援

② 道徳教育の充実

③ 人権教育の推進

④ いじめ・不登校などへの対応

⑤ 学校における体験活動の充実

⑥ 読書活動の推進

⑦ 子どもの体づくりの推進

⑧ 文化遺産の継承と新たな文化の創造

① 楽しくわかる授業の実践
② 英語教育の推進
③ 理数教育の推進
④ 情報教育の充実

⑤ 環境教育・ＥＳＤの推進

⑥ 日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実

⑦ 配慮が必要な児童生徒への対応の充実

⑧ 進路指導の充実
⑨ 教職員のさらなる資質の向上

① 生涯学習の振興

② 生涯の健康を支える力の育成

③ 生涯スポーツの振興

④ 図書館サービスの充実

① 児童生徒の安全・安心の確保

② 開かれた学校づくりを目指す教育活動

③ 学校教育環境の整備

④ 地域教育力の向上支援

⑤ スポーツ環境の整備
⑥ 生涯学習環境の整備
⑦ 読書環境の充実

○家庭教育活動の支援
○妊娠期における妊婦などへの支援
○子育て支援活動の実施
○私立幼稚園就園の奨励
○心の教育活動の推進
○豊川市小中学校人権教育研究会の充実
○人権尊重意識の啓発
○早期発見・早期対応に向けた取組の推進
○適応指導教室「さくらんぼ」における支援
○異年齢との交流活動の実施
○子どもの文化芸術体験機会の提供
○朝の読書活動の実施
○子ども読書活動の推進
○「絵本の読み聞かせ」の実施
○学校体育の充実
○食に関する指導の充実
○文化遺産の保護・活用の環境づくり
○平和学習の推進
○授業研究の推進
○英語指導助手の配置
○理数教科への関心を高める授業の実施
○ＩＣＴ機器を活用した授業の充実
○地域の環境を守る環境学習
○緑のカーテン事業の実施
○拠点校における日本語教育の実施
○就学指導・相談体制の整備
○特別支援教育支援員の配置
○学習支援の実施
○小学校からのキャリア教育の実施
○教職員研修の充実
○とよかわオープンカレッジの育成・支援
○学習成果の発表の場の充実
○地域情報の収集・活用
○地域とつながる食育の推進
○地域スポーツの推進
○トップレベルに触れる機会の充実
○図書館資料の充実
○防災教育の推進
○学校施設における飛散防止フィルム貼付
○学校給食施設の整備・改修
○特色ある学校づくりの推進
○学校サポーターによる学校支援
○老朽校舎などの計画的な整備
○学校運営における情報機器の活用
○子どもセンター事業の推進
○学校給食における家庭・地域との連携
○体育施設の整備
○生涯学習施設の活用
○図書館と学校などとの連携強化の推進

○親子参加の講座などの充実
○乳幼児期における母子への支援
○ファミリー・サポート・センター事業の実施

○体験活動を通した道徳性の育成
○発達段階に応じた人権教育の実施
○障害者の権利擁護に関する取組の実施
○臨床心理士などによる教育相談の充実

○思春期における体験活動の実施

○学校図書館巡回司書の配置
○「うち読」の普及・啓発の推進

○地域における子どものスポーツ活動への支援

○文化遺産継承の取組の推進
○文化芸術の独自性の確立
○きめ細かな指導の推進
○英語力向上へ向けた活動の充実
○理科教育支援員の配置
○デジタル教科書・教材を活用した授業の実施
○ＥＳＤの視点に立つ学習活動の推進

○日本語指導助手の配置
○校内委員会などの機能の充実
○学級運営支援員の配置

○働くことの意義を体感する職場体験学習の実施
○教職員国内研修派遣の実施
○地域生涯学習の推進
○社会教育関係団体支援を通じた人材育成

○喫煙・飲酒・薬物乱用の防止
○スポーツイベントの開催支援

○電子図書館サービスの充実
○交通安全教育の推進
○防犯・防災設備の充実
○登下校時の見守り活動の推進
○学校の日の開催
○学校評価の公表
○学習環境の整備
○教育用ＩＣＴ機器などの整備
○青少年健全育成活動の支援
○子育て支援センター機能の充実
○体育施設の適正な管理運営
○高等教育機関との連携
○図書館施設などの整備

○幼児教育研究会の開催
○子育てに関する相談の実施
○放課後児童クラブの充実

○人権に関する講座・研修会への教職員の参加

○豊川市不登校対策委員会の取組の強化

○文化的行事の実施

○「マイブックプロジェクト」の推進
○絵本との出会い「ブックスタート」の実施

○生活習慣病予防の推進

○ふるさと意識の醸成

○地域住民や学生との協働による学習支援

○子どもものづくり教室の実施
○情報モラル教育の推進
○エコ活動に関する学習の推進

○こぎつね教室の実施
○特別支援教育に関する研修会の充実
○就学援助の実施

○生涯学習情報の整理と発信
○ジオスペース館を活用した学習支援

○健康づくり意識の啓発
○スポーツ選手・団体への活動支援

○「図書館検定」の実施
○学校安全緊急情報共有化広域ネットワークの活用
○安全・安心な学校給食の提供

○学校からの情報発信
○部活動の外部講師の活用
○小学校遊具の整備
○学校図書の充実
○子ども・若者への各種支援

○学校体育施設の開放推進

施策 施策の展開（主な取組）基本目標
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① 家庭教育・子育ての支援

② 道徳教育の充実

③ 人権教育の推進

④ いじめ・不登校などへの対応

⑤ 学校における体験活動の充実

⑥ 読書活動の推進

⑦ 子どもの体づくりの推進

⑧ 文化遺産の継承と新たな文化の創造

① 楽しくわかる授業の実践
② 英語教育の推進
③ 理数教育の推進
④ 情報教育の充実

⑤ 環境教育・ＥＳＤの推進

⑥ 日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実

⑦ 配慮が必要な児童生徒への対応の充実

⑧ 進路指導の充実
⑨ 教職員のさらなる資質の向上

① 生涯学習の振興

② 生涯の健康を支える力の育成

③ 生涯スポーツの振興

④ 図書館サービスの充実

① 児童生徒の安全・安心の確保

② 開かれた学校づくりを目指す教育活動

③ 学校教育環境の整備

④ 地域教育力の向上支援

⑤ スポーツ環境の整備
⑥ 生涯学習環境の整備
⑦ 読書環境の充実

○家庭教育活動の支援
○妊娠期における妊婦などへの支援
○子育て支援活動の実施
○私立幼稚園就園の奨励
○心の教育活動の推進
○豊川市小中学校人権教育研究会の充実
○人権尊重意識の啓発
○早期発見・早期対応に向けた取組の推進
○適応指導教室「さくらんぼ」における支援
○異年齢との交流活動の実施
○子どもの文化芸術体験機会の提供
○朝の読書活動の実施
○子ども読書活動の推進
○「絵本の読み聞かせ」の実施
○学校体育の充実
○食に関する指導の充実
○文化遺産の保護・活用の環境づくり
○平和学習の推進
○授業研究の推進
○英語指導助手の配置
○理数教科への関心を高める授業の実施
○ＩＣＴ機器を活用した授業の充実
○地域の環境を守る環境学習
○緑のカーテン事業の実施
○拠点校における日本語教育の実施
○就学指導・相談体制の整備
○特別支援教育支援員の配置
○学習支援の実施
○小学校からのキャリア教育の実施
○教職員研修の充実
○とよかわオープンカレッジの育成・支援
○学習成果の発表の場の充実
○地域情報の収集・活用
○地域とつながる食育の推進
○地域スポーツの推進
○トップレベルに触れる機会の充実
○図書館資料の充実
○防災教育の推進
○学校施設における飛散防止フィルム貼付
○学校給食施設の整備・改修
○特色ある学校づくりの推進
○学校サポーターによる学校支援
○老朽校舎などの計画的な整備
○学校運営における情報機器の活用
○子どもセンター事業の推進
○学校給食における家庭・地域との連携
○体育施設の整備
○生涯学習施設の活用
○図書館と学校などとの連携強化の推進

○親子参加の講座などの充実
○乳幼児期における母子への支援
○ファミリー・サポート・センター事業の実施

○体験活動を通した道徳性の育成
○発達段階に応じた人権教育の実施
○障害者の権利擁護に関する取組の実施
○臨床心理士などによる教育相談の充実

○思春期における体験活動の実施

○学校図書館巡回司書の配置
○「うち読」の普及・啓発の推進

○地域における子どものスポーツ活動への支援

○文化遺産継承の取組の推進
○文化芸術の独自性の確立
○きめ細かな指導の推進
○英語力向上へ向けた活動の充実
○理科教育支援員の配置
○デジタル教科書・教材を活用した授業の実施
○ＥＳＤの視点に立つ学習活動の推進

○日本語指導助手の配置
○校内委員会などの機能の充実
○学級運営支援員の配置

○働くことの意義を体感する職場体験学習の実施
○教職員国内研修派遣の実施
○地域生涯学習の推進
○社会教育関係団体支援を通じた人材育成

○喫煙・飲酒・薬物乱用の防止
○スポーツイベントの開催支援

○電子図書館サービスの充実
○交通安全教育の推進
○防犯・防災設備の充実
○登下校時の見守り活動の推進
○学校の日の開催
○学校評価の公表
○学習環境の整備
○教育用ＩＣＴ機器などの整備
○青少年健全育成活動の支援
○子育て支援センター機能の充実
○体育施設の適正な管理運営
○高等教育機関との連携
○図書館施設などの整備

○幼児教育研究会の開催
○子育てに関する相談の実施
○放課後児童クラブの充実

○人権に関する講座・研修会への教職員の参加

○豊川市不登校対策委員会の取組の強化

○文化的行事の実施

○「マイブックプロジェクト」の推進
○絵本との出会い「ブックスタート」の実施

○生活習慣病予防の推進

○ふるさと意識の醸成

○地域住民や学生との協働による学習支援

○子どもものづくり教室の実施
○情報モラル教育の推進
○エコ活動に関する学習の推進

○こぎつね教室の実施
○特別支援教育に関する研修会の充実
○就学援助の実施

○生涯学習情報の整理と発信
○ジオスペース館を活用した学習支援

○健康づくり意識の啓発
○スポーツ選手・団体への活動支援

○「図書館検定」の実施
○学校安全緊急情報共有化広域ネットワークの活用
○安全・安心な学校給食の提供

○学校からの情報発信
○部活動の外部講師の活用
○小学校遊具の整備
○学校図書の充実
○子ども・若者への各種支援

○学校体育施設の開放推進

施策 施策の展開（主な取組）基本目標
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